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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） 定刻になりましたので、昨日に引き続き、会を開きたいと思います。

互礼をもって始めたいと思いますので、よろしくお願いします。

礼。おはようございます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

８番、青砥日出夫君、９番、細田元教君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告
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○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、７番、杉谷早苗君の質問を許します。

杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 改めまして、皆さん、おはようございます。７番、杉谷早苗です。

議長のお許しをいただきましたので、３項目について質問をいたします。

１項目めです。スマートライフによる学童の見守りについてお尋ねいたします。我が町では総

務省委託事業のＩＣＴ街づくり推進事業として、先月２月に１カ月間にわたり、なんぶスマート

ライフ⋞プロジェクト推進事業が展開されました。この事業はケーブルテレビ網を活用した高齢

者や小学生の見守り事業と説明を受けています。昨今、子供をターゲットにした犯罪が数多く発

生しております。そこで、この事業の中のスマートライフによる学童の見守りについてお尋ねい

たします。

１点目でございます。この事業の全体像はどのようなものかを初めにお尋ねいたします。

２点目は、学童の見守り機能を使用体験された保護者の方々かからはどのような感想、意見が

寄せられたのかお尋ねいたします。

３点目、この事業実施終了後、受託者としての御所見をお尋ねいたします。

２項目めは、保育園、小学校、中学校の連携についてお尋ねいたします。保小中の連携の強化

については、今年度、議会から町政に対する要望として掲げて回答もいただいております。その

回答の中では、見通しを持った指導の体制の整備をしているとの記述がありました。しかしなが

ら、実際の取り組みはなかなか大変と思います。そこで、連携の強化についての具体的な計画な

どをお尋ねいたします。

３項目めは、中学生の意見の活用についてお尋ねいたします。昨年１１月に開催された法勝寺

中学校の文化祭では、多目的教室で学級新聞コンクールがありました。ことしのテーマは「深め

よう南部町」というもので、１年生から３年生までの８学級の取り組みの成果が展示されていま

した。この製作に携わった生徒は５名のクラスもあれば、２名で取り組んだクラスもあり、それ

ぞれにまちまちでしたが、生徒たちは思いのこもったタイトルのもと取材し、まとめたものでし
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た。それは町の施設や施策について、自分の視点で意見を述べ、提言がなされており、私は読み

進むうちにとても感動を受けました。

生徒たちが取り上げていたところを紹介いたしますと、祐生出会いの館、少子化の現状、緑水

園、虹色マップ、スポｎｅｔなんぶ、音楽であふれるまちづくり、法勝寺高校の歴史などです。

中でも、７カ月前までは小学生であった１年生がしっかりとした紙面づくりをし、構成、編集を

していたのには驚かされました。このように、取り組むことによって地域を深く見詰め、かかわ

りが広まっていくものと考えます。しかし、ただ通り過ぎるだけではそこで終わってしまいます。

地域の先輩である大人が加わることにより、熟成され、子供自身の血となり肉となってふるさと

というものを実感していくものと思います。

そこでお尋ねいたします。中学生が真摯に取材し、勉強した提言、感想などについて、私たち

大人は謙虚に耳を傾けるべきと思います。その上で、なぜ、どうしてという問いにも答える場面

を設けてはいかがでしょうか。このことにより、学習が実りあるものになると思います。大切な

視点と考えますので、御所見をお伺いいたします。

以上でこの場での質問を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 杉谷議員さんの御質問にお答えをしてまいります。３点にわたって質問

をいただきましたけれども、１番のスマートライフによる学童の見守りについては私のほうから、

あと保小中連携、中学生の意見活用については教育長のほうから答弁をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

まず、スマートライフ⋞プロジェクト推進事業による学童の見守りについてでございます。

まず、この事業の概要を説明いたします。事業名はなんぶスマートライフ⋞プロジェクト推進

事業といい、南部町内で健康管理と防災、減災の情報通信システムを構築する総務省のＩＣＴ街

づくり推進事業の委託先候補として、昨年８月下旬に決定となっております。国内初のケーブル

テレビを使った実証で、中海テレビ放送が事業全体を請け負って、社会保障と税の共通番号を利

用するためのマイナンバーカード導入を見据えた実証実験を平成２６年度中に実施するものです。

内容はマイナンバーカードの模擬カードを協力いただける小学生と高齢者に配付し、利用者が

専用端末にカードを読み取らせて利用します。高齢者についての実証実験は、自宅の端末でカー

ドを使うと、町が保有する自身の健康診断履歴を中海テレビ放送の画面で確認できるほか、家族

や行政機関に日々の健康状態を伝えることができます。今回の健康状態については、体調のよし

あしと血圧の状態及び薬の飲み忘れがないかという、この３点でございました。
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また、小学生の実証実験は、児童が学校などに設置してある端末カードでカードをかざすと、

位置情報が保護者に電子メールで届く仕組みで、登下校の確認や災害時の安否確認、見守り活動

などに活用ができます。このたびは西伯小学校５年生に協力をお願いしました。ほかに、立ち寄

り先として総合福祉センター「しあわせ」、法勝寺図書館、西伯分館、東西町地域振興協議会に

もカードの読み取り端末を設置させていただいております。

事業開始決定から７カ月ほどしかなかったことや模擬カード作成に２カ月もかかった関係で、

実証実験は２月の１カ月間しかできませんでした。高齢者の見守りに６５歳以上の方５０名、子

供の見守りに西伯小学校５年生の児童と保護者の方１０４名が、そしてほかに、子供の行動履歴

が残る見守りに会見小学校と西伯小学校の児童と保護者１０名がモニターとして御協力をいただ

いております。本当にありがとうございました。この場をかりてお礼を申し上げたいと思います。

次に、保護者からはどのような感想や意見が寄せられたかということでございますが、２月２

５日がアンケートの回収締め切りとしていた関係で、２月末時点回収率４１％の範囲でお答えを

申し上げます。１つ、メール通知の頻度については、毎日きちんと確認をしている保護者がほと

んどで、通知頻度について、ほとんどの方が気にならないと回答されておりまして、煩わしさ、

物足りなさはなく、子供の安全に係る情報は積極的に確認したいと考えられております。２つ、

取り組みによる安心度の向上については約７割の方が安心度が高まったと回答されましたが、子

供のカードの読み取り行動忘れで、逆に不安になったと回答した保護者もございました。３番目

ですが、避難訓練実証については、参加した児童のほぼ全ての保護者が安心感が高まったと回答

されております。そのほか、登下校の別がわかるとよいという声が多く、カードの読み取りでは

なく、センサーを生かした自動チェックを望む声も比較的多かったようです。

次に、実施終了後の受託者としての所見ですが、今回の実証実験では、認証するタブレットを

設置する場所は学校を含めて６カ所に限定しており、児童の行動範囲全てを網羅するものではあ

りませんでした。今後、全児童を対象としたシステムとする場合、屋外を含めた多様な環境での

設置が必要であり、現在のタブレット認証では対応し切れない部分も想定されます。さらに、低

学年を考えた場合、カード型認証システムは煩雑さが障害となり、もっと簡便な認証システムと

なることが求められていると考えます。児童の見守りはあくまで地域全体にお願いするものであ

りますが、今回のアンケートの回答に、特に避難訓練実証については、参加した児童のほぼ全て

の保護者が安心感が高まったと回答されていますし、日々の行動をメールで確認できて、約７割

の保護者が安心されていましたので、これらを検証して最新の技術も取り入れ、児童ばかりでな

く幼児から高齢者までより安全で安心な環境をつくってまいりたいと、このように考えておりま
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す。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） ２点にわたり、杉谷議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

まず、保育園、小学校、中学校の具体的な連携強化策についてでございます。小⋞中連携の促

進につきましては、以前よりその必要性が強く叫ばれており、本町でも順次、連携は進みつつあ

ると認識いたしてはおりますが、そのスピード感や内容等、まだまだ課題は多いと考えておりま

す。保小連携につきましては、先般、議会からの町政要望で概略お答えをしたところであります

が、お尋ねの連携の強化や具体的な計画といった観点から、所見を含め、具体的にお答えをした

いと思います。

保小の連携強化につきましては、小１プロブレムと言われる、小学校に入学することであらゆ

ることが同時に、そして急に変わってしまい、そのとまどいから子供たちにさまざまな問題行動

が見受けられることから、保育園と小学校の相互理解の必要性が指摘されております。加えて、

近年、一定の特別な配慮を要する子供たちが確実にふえており、限られた期間内で義務教育を保

障をしていく観点からも、早い段階での保小連携による子供の相互理解は喫緊の課題、重要な課

題と考えております。

具体的には、議員も御承知のように、平成２３年度より県教育委員会の長期社会体験研修事業

を活用しまして、小学校の教員を１年間、保育園に派遣し、人的交流による相互理解や課題の共

有に取り組んでまいりました。保育園で研修する教員は定期的に保育現場での体験を仲間に伝え、

所属校の校内研修にも参加するとともに、保育士の学校教育に対する理解を促すなど、その研修

成果を広く共有する取り組みを積み重ねてまいりました。しかし、一方では、保育と教育はそれ

ぞれ保育指針、学習指導要領という２つの異なるよりどころがありますので、相互に理解し切れ

ない部分もあるように感じております。また、保育園での研修成果を十分に学校体制に還元でき

ていない側面もあると思います。保育士と教員が相互に理解し合い、子供を真ん中にしてこの壁

を乗り越える意識改革につなげていかなければなりません。

新年度の具体的な方向性を３つお答えをしたいと思います。まず、１点目ですが、長期社会体

験研修事業につきましては、４園目の派遣先としてさくら保育園に研修派遣する予定でございま

す。加えまして、本研修を相互交流の研修とすべく、新たに保育士の学校現場での４カ月程度の

短期研修を伯耆の国さんとの間で予定をいたしておるところでございます。

２点目ですが、保小連携の主要な柱の一つに、特別支援教育の観点から見た保育園と小学校の

間の共通認識や共通理解の促進という課題がございます。このため、国及び県の事業を活用しま
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して、新年度より２カ年計画で教育委員会事務局に新たに特別支援教育コーディネーターを配置

をいたします。保育園での気になる子供について保育士と教員が一層の相互理解を深めるととも

に、適切な保育のあり方やスムーズな接続、望ましい教育環境の提供を視野に、保育士の研修支

援と特別支援教育に係る保小連携システムをより確かなものとしたいと考えております。

３点目は、現在、それぞれで開催いたしております月例の校長会と園長会について、一部合同

開催とし、現場の相互理解を一層促進するとともに保小連携の強化充実につなげてまいりたいと

考えております。

いずれにいたしましても、子供たちの現状から中身の伴った保小の連携が求められていること

は紛れもない事実でございます。教育行政の役割をしっかりと果たしてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、中学生の意見活用についての御提言にお答えをしてまいります。議員御指摘のように、

ここ数年の法勝寺中学校文化祭における学級新聞のでき、内容には目をみはるものがございます。

例えば御質問でも触れておられますように、祐生出会いの館のネット活用による情報発信の必要

性や少子化問題を授業で取り扱ってほしいとの声、さらには施設設備の改善や虹色マップの充実

策、学校統合の問題にもテーマは及び、さまざまな提言、意見が集約されております。それぞれ

の学年、クラスで考えたテーマに沿って取材をし、校正、推敲を重ねた記事であり、大変興味深

く受けとめております。早急に耳を傾けるべき指摘も少なくありません。テーマや現状への切り

込んでいる視点は、中学生ならではの率直かつ大胆なものであり、現在、町が取り組もうとして

いる地方創生事業のヒントも詰まっているように感じています。これまでは学校の文化祭での掲

示だけでしたが、今年度から役場庁舎での掲示も始めました。ごらんをいただいた町民の方々か

らは頑張っている中学生にお褒めの言葉をいただくこともございました。

議員の御指摘は、子供たちの声に対して町の現状を説明する場を設けるべきとの御提案でござ

います。関係部署や指摘のあった施設等、また、学校ともよく協議をし、御指摘の趣旨に沿った

対応をしたいと考えております。

本町の自然や歴史、文化や産業等にとどまらず、南部町の今、町が抱える問題点や課題を一人

の住民として学び、子供たちの視点で主体的に考える学びが土曜開校の狙いの一つであるまち科

の学習であります。小中一貫教育を見据えた９年間の系統立った学びを積み重ね、最終年次には

何らかの形で広く町民の皆様に発信させたいと考えております。教育課程に基づく学習でありま

すので、その準備に１年間を費やすこととなりましたが、新年度より平日の学習も含め、具体的

に取り組んでまいります。まち科の学習を積み重ねる中で、キャリア教育、言いかえれば生き方
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教育とでも言える視点を絡み合わせながら、ふるさとに誇りを持ち、ふるさととともにある人材

の育成に寄与してまいりたいと考えております。

なお、この学級新聞は天萬庁舎での掲示を終え、現在、法勝寺庁舎ロビーに掲示いたしており

ますので、ぜひとも一度目を通していただきますよう御案内をし、お答えとさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） これより再質問を許します。

杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） ７番、杉谷でございます。それぞれに御丁寧に答弁いただきあり

がとうございます。

初めに、スマートライフによる学童の見守りについてお尋ねいたします。お尋ねというよりも、

もう私もこの報道では今、おぞましい事件が取り上げられて、あってはならないことなんですが、

このようなことを想定するのではなく、先ほど町長さんのほうからもお話がありましたように、

保護者が安心感というものを持っていただける、そういうような取り組み、広くあってほしいと

思っております。私も、町長おっしゃったように、低学年、それとまたもうちょっと大きくなっ

て中学生ぐらいになりました。それ一律の対応ではどんなものかなと思っておりましたが、その

点もきちっと押さえていらっしゃいましたので、何といいますか、こういう機運があるとき、機

運といいますか、こういう取り組みをされた熱の冷めやらない間に何かそのような子供の安全に

ついてのそういう機器とかなんとかっていう最新のものとかっていうものが取り組まれてほしい

と思いますが、なかなか費用もかかることですし、どのようなお考えをお持ちでしょうか。お尋

ねいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、畠稔明君。

○健康福祉課長（畠 稔明君） 健康福祉課長でございます。このたびの実証実験、さまざまな

機器を準備して臨んだわけでございますが、実際にそれを行って、その結果、先ほど町長が申し

上げましたように、保護者にとって非常に安心ができたと、実際に自分の子供たちがどこで何を

しているのかよくわかったというようなこともございます。実は、このスマートライフ⋞プロジ

ェクトの推進事業というのは２６年度限りの総務省の委託事業でございまして、この事業のアン

ケートの結果も含めまして、いろいろ検証していきながら今後につなげていくということで、実

際にまだ２７年度でじゃあ予算を組んでないのではないかということであると思うんですが、実

際、２７年度ではこの予算を組んでおります。ですから、これからじっくりと時間をかけて、今、

いろいろなシステムも開発されている最中でございます。そういうことも含めて、今後検証して

いきたいというふうに思っております。以上でございます。
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○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 技術の進歩っていいますか、革新が目覚ましい今日です。それと

保護者の方からも、センサーのようなものというような御意見もあったと聞いております。子供

の安全いうことは、それこそ町内全部挙げて、何があってもいけませんので、取り組んでいただ

きたいところですので、じっくりと何が一番いい方法なのか考えていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

次に、教育委員会のほうにお尋ねしておりました、保育園、小学校、中学校の連携についてと

いうことで再質問させていただきます。先ほど、この２７年度の予算でも上がっております保小

の連携っていうものについて具体的にお話しいただき、よくわかりました。これからのことで非

常に期待もしております。そういう中で、この保小の連携の、さくら保育園へ教員派遣というこ

と、それと４カ月間ほど伯耆の国からっていうのは、それぞれ１名ずつなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。どちらも１名ずつと

いうことで考えてございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） この制度は以前にも申し上げましたけども、本当は多くの方に体

験していただきたいと申し上げましたところ、予算が伴ってなかなか大変だっていうような、そ

ういうお答えをいただいております。この幼児期の教育っていうことにつきまして、これから、

保小の連携につきましては、先ほど教育長のほうからきめ細かにこういう事業だいうことをお尋

ねして、本当にそういうことであると思っております。

それに加えて、これはホームページで知ったんですけども、去年の６月に産経ニュースで、年

長者にも義務教育をというようなことを考えたんだけども、やはりどういいますか、公立でない

私立の方の保育園、幼稚園の人数が減るっていう、さまざまなことを思って、年長の者を無料化

にして、それでそういう学校の教育が受けれるような体制づくりに力を注ぐような、そういう方

向になったということを見ました。そういうことであるならば、今後の年長児の保育料っていう

ものは、ごめんなさいね、これは通告しておりませんでしたけども、どのような経過をとるんで

しょうか。今後、そういう格好で年長者の方の保育料っていうものは無料になっていくんでしょ

うか。何か情報を持っておられましたら教えてください。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、山根修子君。

○町民生活課長（山根 修子君） 町民生活課長でございます。先ほどの年長児に対しましての保
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育料ということですが、早急に調べさせていただきまして、委員会のほうで説明させていただこ

うと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷委員、通告にありませんでしたので、今の答弁でよろしいでしょう

か。

○議員（７番 杉谷 早苗君） はい、結構でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 私もお話ししているときに、あれ、これはどうだったんだろうな

と思いまして、急に思いつきまして、申しわけございませんでした。よろしくお願いいたします。

それと、また教育委員会のほうに戻します。かなり、今後は保育園と小学校との連携が密にな

っていくっていうことは十分理解をいたしました。そのような中で保小、それと小中っていう、

このことは例年、このことにつきましては、小中一貫教育っていうのの中で取り上げております

けれども、その進みぐあいがなかなかスピードが遅いっていうようなことでしたが、以前に比べ

て今ごろはどんなような状況でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。小中連携というとこ

ろでの御質問かと伺います。

小中連携、小中一貫教育ということで、南部町では小学校と中学校、９年間の中で目指す子供

像を共有しながら学びをそれぞれの発達段階に応じて育んでいきたいというふうに考えておりま

す。以前は確かに、小学校と中学校、当然校種が違いますので、小学校の先生は小学校の先生、

中学校の先生は中学校の先生、大きく違うのは教科担任制ということで、小学校は学級担任の先

生がずっといろんな教科を朝から晩まで見ていかれる。ところが、中学校になると担任はあるん

だけども、それぞれの教科で違う先生が出られるということで、そういう違いが一番大きかった。

あとは部活動ということが大きく違ったのかなというあたりで、そういうあたりも小学生にも中

学校の部活動を体験するような機会をスポｎｅｔなんぶさんと連携をして体験をしたりとか、小

学校６年生の体験のときにもそういう場面も見るとか、教科担任も最近ではほかのところでもや

っておりますが、中学校の先生がことしでもやっておりますが、美術の先生が小学校の図工の時

間に行って、美術的な視点から子供たちに授業を、小学校の先生と一緒に行うというような形で、

以前に比べると、随分その小中の境はなくなって、いろんな形で交流もできたり、授業研究会も

できたり、特にそれは中学校区で、法勝寺中学校区も南部中学校区もそれぞれ一体となってやっ

ていただいてるというふうに思っております。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 杉谷でございます。教科担任で中学校のほうはいくっていうこと、

それが大きな違いだっていうことを今お聞きしたんですけれども、私もよくわかりませんが、中

学校の先生は小学校では教えられない、小学校の先生は中学校では教えられないっていうような

ことを聞いたことがありますが、我が町では小学校の先生が中学校に行かれたりとかっていうよ

うな格好があるならば、小学校の中でも教科担任のことができるのじゃないのかな、ちょっと難

しいなっていいますのが、小１の壁ですね、それがやはり中１にも起こり得ます。そういうこと

は環境がぐっと違うっていうことであるっていうことになりますと、４年生ぐらいから基礎学力

が、中学校でついていく基礎学力にだんだん芽生えが出てくるっていうようなことを考えますと、

やはりそのあたりのことの対応っていうものをきちんとしていかないと、今度、その連携を深め

ていかないと、また今度は中１ギャップというものが生まれてきて、なかなかこれの解決ってい

うのは難しいなと思いながら、ちょっとそのあたりのことをお尋ねしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。教員には免許状とい

うのがございまして、確かに言われるように、中学校の教員が小学校で授業ができるということ

ではございませんが、私ごとではありますが、私も中学校の技術家庭科の免許と小学校の免許を

持っております。中学校と小学校の免許、あるいは高校の免許とか複数持っている者については

そのままできますし、場合によっては臨時免許というような形で教えることもできます。御指摘

のように、今、どんどんその教科の内容も難しくなっている部分もあります。それから、子供た

ちの発達を考えますと、教科担任というような形で、例えば算数だったのが中学校になると数学

になります。そのあたりで中学校の数学の先生が早い段階で、中学校での数学的な考えをもとに

小学校の算数を小学校の先生と一緒に教えるというようなこともあると思います。さまざまな形

でやっぱり子供たちにその段をつけないで、スムーズに小学校から中学校へという形で接続をし

ていくということで、つまずきも少なくなりますし、逆にその専門性、小学校の先生に専門的な

部分もプラスになるというふうに思っておりますので、進めていきたいと思いますが、一方で免

許状というのは確かにございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ７番、杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） なかなか、それこそ私の質問にもたくさんの壁がございまして、

理解して御答弁いただくのが大変だと思いますが、もう少しおつき合いお願いしたいと思います。

そのような複数の教科が担当できるっていう先生っていうのは数がたくさんいらっしゃるもん
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でしょうか。これは個人のことですんで、お調べになっていないとは思いますが、ちょっと感覚

的にどういうもんでしょうか。

といいますのは、なかなかやはり、小学校の高学年というものの取り扱いっていうものが今後

非常に問題になってくると思いますので、その辺、どの程度押さえていらっしゃいますか。

それと、こういうことの論点が発展していきますと、先生の数が今じゃ少ないよっていうこと

にもなってまいります。なかなかその辺の壁が大変大きいと思いますけれども、見通しとしては

どんなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育長でございます。明確な人数等について

は把握をしてございませんが、教育学部、教員養成課程を出ている教員につきましては、比較的

複数免許を持っている場合が多いのではないかなというふうに思いますが、違う学部を出ておい

でで教職を取られたという方については、例えば経済学部を出て社会の先生ということになると、

やっぱり教科であるので、中学校であったりするというようなことがありますので、やはり教員

養成課程かどうかということについては、免許状は多分大きく違うのではないかなというふうに

把握をしてございます。

それから、そういうふうにどんどん進んでいくと、教員がいっぱい要るのではないかというこ

とですが、確かに現時点で小学校に教科担任制は導入されておりませんので、今は学級数という

ことで国の基準等が決まってまいります。中学校についても、国の基準をもとに教科の人数とい

うことで、そのあたりで決まってまいりますので、非常に、小学校については数の問題とかかわ

ってきますが、そういう意味でやはり小中連携ということを進めることによって、小学校で今教

えてらっしゃる小学校の先生方に、そういう教科の部分を少しずつ中学校の教員と一緒にやって

いく。また、中学校の教員は小学校の先生のよいところを見習いながら、その小学校から温かく

見守っていただいた部分を中学校に持ってくるというような形でやっていくことで対応していく

のが当面かなというふうに思ってございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 今、課長のほうがお答えをさせていただきました。少し関連をしてお

答えをしておきたいと思いますが、確かに先生がもっとたくさん要るでっていう話になるんです

が、ある一方では、しかしながら、現実的な話としてはこれは非常に難しい話だろうというぐあ

いに私は思っております。

国全体の大きな流れというものから申し上げますと、一つは、これは小中連携、いわゆる連携
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ということを言ってきたんですが、国の流れは連携からまさに一貫教育へということで、これを

制度化をしていこうというような動きがどんどん始まっていると、こういう現状にあるというこ

とを一つお話をさせていただきたいというぐあいに思っています。

それから、小中連携につきましては、非常にスピード感は遅いとはいえ、この１０年間で見て

みますと、本当にその小中連携、それから小小連携、中中連携、こういうものは大きく変わって

きたというぐあいに私は思っています。それは何で変わってきたかというと、やはり先生方一人

一人の意識だろうというぐあいに私は思っています。我が校はという意識は、基本的に先生方に

はあるんですけれども、南部町の中学生を、法勝寺中学校と南部中学校の教員として一緒にかか

わっていこうという意識に変わってきますと、さまざまなものが見えてくるということになりま

す。小中も同じであります。それぞれ校区の小⋞中学校を、小⋞中学生を小⋞中学校の教員が一

緒に手を携えて９年間のスパンで指導していこうというぐあいに意識が変わると、いろいろなそ

こに工夫というものが出てくるんでないのかなというぐあいに思っています。

もちろん制度的に学校を変えていかないけんところももちろんあると思いますけれども、当面、

今、必要なことはやはり教員のそういう意識を変えていく、そういうことをしっかりと支えてい

く、引っ張っていく役割が私ども教育委員会にあるというぐあいに認識をいたしております。以

上です。

○議長（秦 伊知郎君） ７番、杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 教育の現状っていうものが見えてまいりました。だんだんいい方

向で活発になってきているなということを実感いたしました。保小の連携につきましては、今年

度、事業として上がっておりまして、ここの中に詳しく書いてあります。本当にこれを詳しく読

めば、進んでいるないうことが実感できます。そう思いますので、次の中学生の意見の活用って

いうほうに移りたいと思います。

先ほどから教育長がおっしゃいました天萬庁舎とそれからこの法勝寺庁舎に新聞を張っていた

だいて、多くの方に見ていただくっていうふうにおっしゃいましたが、本当に私はありがたいこ

とだと思います。やはり、子供子供と思っておりました小学生が中学校に入って７カ月であれだ

けの力を発揮するのかっていうことは本当に大きな驚きで、私が認識を新たにしなきゃいけない

なということも感じました。そこで、私がそういう場を設けてはいかがでしょうかって申し上げ

ましたら、そのほうに考えてみるっておっしゃってくださいましたんで、そのことにつきまして

はありがたいことでございます。ありがとうございます。このとき、今回のことは本当に一部の

生徒がクラスを代表して書いたんでしょうけれども、まだまだほかにもたくさんあると思います
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ので、そのようなことも取り上げて、今後発展的にしていただきたいと思います。

私がなぜこのようなことを申し上げるかといいますと、きょうの新聞に出ておりました、選挙

制度が改革になりまして、１８歳以上に投票権というものが引き下げられるっていうことがあり

ました。ということは、１８歳になったら政治の世界を判断しなきゃいけない、そういう時期で

ある。その前の中学生の時代からきちんとそのようなことの意識づけっていうのは、私はとても

大切なことだと思っております。

そこで、我が国はこのたび１８歳になる可能性が多くなって、来年の８月の参議院選挙からで

すか、それから成るっていうような見通しだというようなことが報道されておりました。世界の

選挙権年齢っていうのは１７６カ国、これだけの国がもう選挙権を引き下げております。オース

トリアなどは１６歳だということです。ということは、政治教育というものがまた学校に課せら

れてきていくんだと思います。

それで、ちょっとここで御紹介いたしますけども、ドイツでは政治社会問題を授業で討論させ

ている。政治という科目で国政の課題を討論させております。ここでは主要政党の政策なども学

んでいる。それと、スウェーデンでは学校で自治を学んでおります。自分たちのことは自分たち

で決める。住民自治の概念を学ぶために、子供自身に、例えば修学旅行に行くか行かないか、行

くならばどこにするのか、そして予算までも決めさせております。そして、中高生が日本でいう

各党の選挙事務所を回ることも珍しくない、こういう時代になってまいります。ということにな

りますので、中学校のあたりの身につけていかなければいけないことが多くなってまいります。

そして、被選挙権でも１８歳以下が５０カ国を超えております。日本では２３歳以上でしたで

しょうかね、何かありますね。それから、ヨーロッパで高校生の地方議員が多く当選しているし、

ノルウェーでは過去に国会議員にも当選している例があるっていう、そういうことでございます。

このようなことがありますので、本当に身近な問題を考えて、それから発展していくっていうこ

とは非常に大事だと思います。

町長は、ちょっとここで急に町長に振って申しわけございませんが、町長のお立場として、子

供たちからの意見っていうものに、毎年じゃなくても何か応えてやろうっていうような、そうい

う場っていうものはお持ちのお考えはございますでしょうか。いかがなもんでしょうか。やはり、

町の方向づけっていうことですので、非常に町のトップとしてのお考えっていうものを、教育に

対しては口は出さないっておっしゃっておりましたけども、その辺はいかがなもんでしょうか。

選挙にかかわることですので、一言御意見なりいただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。
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○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。けさ、ロビーで、子供たちのその壁新聞を拝見しま

して、じっくり時間はなかったわけですけども、さっと見させていただいて、すばらしいできば

えだなと思って感じました。やっぱりみずみずしいし、我々にない視点というものがあって、そ

ういうのが触発されるわけですね。したがって、その若い人の意見をいろんな場面で取り入れて

いくというのが大切な課題ではないかということをおっしゃるわけでして、全く私も同感であり

ます。

先般、与那国島でしたかいね、台湾に一番近い島で、自衛隊を駐留させてもいいかどうかとい

うことで、０００人ぐらいの町だったと思いますけれども、住民だったと思いますけど、そこ

に中学生も投票したということで、結果は、自衛隊を絶対来させてはいけないという運動をなさ

っておられる方、それから、いやもうとにかく来てもらって国土防衛するんだという、結果は自

衛隊に来てもらったほうがいいということになったようですけども、そのときに、中学生がイン

タビューに答えておりまして、非常に、未来の与那国島に責任が発生したということを子供さん

が話しておられました。やっぱり言ったことは責任が発生するということだろうと思いまして、

早い段階から町のそういうことにかかわっていくような機会をつくれば、これは非常に町の将来

にとっても有効なことだなと思って感じたわけです。

今後、教育長さんとも相談しながら、中学生の意見をどのように活用していくのかというよう

なことについて検討してまいりたいというように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） ありがとうございます。自衛隊に来てもらうかもらわないかって

いうような、そういうようなことに関しての中学生も投票しての意見っていうものの御紹介を聞

かせていただきまして、本当にそうだなと思います。子供だ子供だと思っておりましても、やは

り世の中のいろんな情報はしっかり入ってまいりますので、私たちが子供のころのような、同じ

ような感覚でいたんじゃいけないなということを考えます。

そこで、この学級新聞の中、全部すばらしいんですけれども、その中に教育長もお話しになり

ました少子化問題とか祐生出会いの館のこれからっていうようなことを御紹介にありましたので、

ここでは繰り返しませんが、３年生が法勝寺高校の歴史について書いておりました。明治３３年、

学校組合の願いがかなって誕生したということでございます。法勝寺中学校の校歌はこの明治３

３年に開校された、これは私、ちょっと確認しておりませんですけども、法勝寺小学校でしょう

か、そこの校歌のものが延々と受け継がれてきているというようなことも書いてありました。そ

れで、そういうような学制、学校の制度について調べてありました。これをもとに歴史を学ぶと

－１５－



いうこと、もう少し深めていけれるものがあるのではないのかなと思います。

南部町教育月間の関連事業といたしまして、平成２４年の１０月に祐生出会いの館で特別展が

ありました。これは学校教育の草創期っていうもので、近隣の多くの教育委員会とか小学校、そ

ういうとこの御協力がありまして、すばらしい展示がありました。その中に、子供たちが明治３

３年に小学校ができたんだよっていう、その以前の歴史っていうのがありまして、私は地元の人

間ではありませんので、本当に興味深く見させていただきました、この以前の歴史を。これは明

治５年に初めて学制が発布されて近代教育が始まったっていうことに始まりまして、会見郡では

大きな一揆があったっていうようなこと。これは学制が発布された明治５年の翌年である明治６

年に、午前中に会見郡古市村を通りかかった洋装の断髪の２人連れ、これは着任挨拶に法勝寺の

役所に向かう途中の原の小学校の教員と坂根の小学校の教員のこのお二人だそうですが、これを

発見した女性が怪しい者が来たって村人に知らせたところ、即座に血液をとりに来る異人が来た

ということになって、半鐘を鳴らして危険を周知しました。そして、たちまちに柏尾村から阿賀

村一帯の人々は竹やりを持って集まって、二人を取り囲んで、二人は辞令を見せたんですけれど

も、周りは納得しません。村の役を仰せつかっている方の家で説得をしたんだけども、まだ納得

しない。そして、古市村からも竹やりを持った人々が押し寄せて、竹やりで二人を襲い始めまし

た。ということが、このことが始まって、米子、境港にもこれが広がり、境港には１隊、第２隊

と追討の兵隊を船で送ったっていうような記述がございました。それで、それでも鎮圧できずに、

第３隊を送ってようやく鎮圧をしました。そして、ここに５日間に及ぶ騒動がようやく終結し、

そういうようなことがあったそうでございます。それで、一揆に参加した人は１万人余りにも及

び、この一揆終結後、竹やりを携行していた者には一律に米の７斗５升相当の罰金が科せられた

っていうことでございます。この７斗５升が今のお金に換算するとどの程度かはちょっとまだ換

算してはおりませんが、かなり皆さんには大変だったようで、このために会見郡では一時疲弊し

た、このような歴史があったっていうことでした。

法勝寺高校のことにつきまして、その歴史を見て、学校っていうものについて考える、そして

また、これはほんの一部でございます。また今の学校っていうものについて、自分たちが享受し

ていることがどんなに先人の努力、たまものかっていうことも、こういうことも学ばせたいと思

います。

そこでお尋ねするんですけれども、このまち科っていうこの教科っていうのは準備にかかって

っていうふうにさっきおっしゃったんですが、これは我が町独特ですか、それとも鳥取県とかで

認知されて、こういう方向で進んでいくっていうもんなんでしょうか。その点をちょっとお尋ね
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いたします。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。このまち科というも

のは、南部町がネーミングをしたものでございまして、まだ全国に周知されているものではござ

いません。全国的に申しますと、品川なんかが市民科というような形で、教育特区で組んでいる

ような形、その地域に学ぶというようなことをさまざまやって、名前はさまざまでございます。

基本的には町の文化とか歴史とか、それこそ自然とかはこれまでもいろんな小学校の段階、中学

校の段階で生活科であったり、総合的な学習の時間とか、社会とか理科でさまざま学んできてお

ります。それはずっと今までもやってきたんですけども、今回、このまち科というような形で教

育委員会、学校のほうと今一緒に考えておりますのは、それだけではなくて、まさにきょう議会

とかでも、きのうからもあるように、いろんな町の課題とかさまざまなことを、先ほど議員さん

も言われたように、本当に一緒に考えていくような形で、じゃあ自分たちの将来の町はどうある

べきかというか、今の課題は何だろうかと、それこそこの法勝寺中学校の生徒たちも全員がこの

新聞をつくったわけではなくて、劇をするチーム、それから一式飾りをつくるチーム、それから

新聞をつくるチームというようなクラスが３つの役を持って、その子たちがこの新聞をつくった

ということで、その中で自分たちが先生と一緒に課題を見つけ、まさに先ほどの法勝寺高校につ

いては法勝寺高校の悲しい歴史というようなネーミングからあって、じゃあ、今の法勝寺中学校

はどうだろうかというふうに、自分の課題としてそれを考えていくというようなことで、まさに

まち科もそういうあたりでふるさとに誇りを持ちつつ、じゃあふるさとの将来は、じゃあ自分は

何ができるのか、じゃあ自分は何をしないといけないのか、自分の将来は何だろうというような

ことを９年間を通して系統的に考えていくというようなことで、このまち科ということをこれか

ら来年度いろんな形でやっていきたいと。当然、教育課程の中で行うものですから、これまでや

ってきた教科の学習とか総合的な学習の時間で上手に組み合わせをしながらやっていきたいとい

うふうに考えてございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） 杉谷です。ただいまの説明でまち科っていうものの位置づけって

いうものがよくわかりました。

先ほど福田先生のほうからもありましたが、この一式飾りでございますね、本当に定着して、

今は中学生の力っていうものを本当に力強く感じております。先々代の校長、湯原校長先生のと

きだったと思います。この地に根差した何かを残したいっていうことを熱く語っておられたって
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いうのを私、そのことを聞いておりまして、これが法勝寺飾りで、形として中学校の法勝寺飾り

になったのかなと思って、本当にありがたいことだったなというふうに感じております。

このように、法勝寺の一式飾り、これも本当に長い間の歴史の中、これを中学生が法勝寺地区

の方たちの、法勝寺塾っていうんですか、方たちとのコミュニケーションの中で、そういう中で

法勝寺校区の子供たちが触れていくっていうのは非常に大切なことだと思っております。ぜひと

も今後とも続けていっていただきたいと思います。

以上、私が質問したことには全てお答えいただいております。まだ質問の仕方が悪くて、お答

えになって、これは言っておきたいというようなことでもございましたら、また何かお尋ねした

いと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。二、三、チャンスをいただきましたので、感想

も含めて申し上げておきたいと思います。

法勝寺中学校の学級新聞の扱いについては、先ほど課長のほうが申し上げたとおりであるんで

すが、私も鈍感なもんですからあれなんですけれども、このたびこういう動きで皆さん方にも関

心を持っていただいたっていうのは、よく考えてみると、それで文化祭だっていうことで、学校

でいろんなことをやる、そこで完結。僕らもやっぱりさまざまなことに気づけない場面があった

んですけど、それを出して実際に別のところで見ることによって、私自身も杉谷議員さんの言わ

れるように、これ何とか町とやっぱりつなげていかないけんなっていう思いに気づかされる。や

っぱりこのようなことがたくさんまだまだ学校にはあらせんかなというぐあいに思っています。

それから、一式飾りで、湯原校長、既に退職をいたしておりますが、彼がおるときにこういう

ことをしたいっていうことを言い出してまいりました。これを、ああ、本当だと思いました。こ

れだけ長い間、旧町時代にこう取り組まれてきたことが何でこれできなかったのかなっていう率

直なそのとき思いがしました。

何で学校の校長がそんなことを言い出したかっていうと、これもやっぱりその学校のあり方が

何というか、町を向くことによって校長に見えるものがあったっていうことだろうと思っており

ます。そういう意味では、先ほど申し上げましたように、やはり意識を変えていくっていうこと

がとってもやっぱり大事なことかなというぐあいに思っています。

最後に、もう１点でございますけれども、このまち科というのはタイミングがよかったという

のかどうかわかりませんけれども、基本的には今の、昨日も地方創生という話がありましたけど、

上手に地方創生の流れともリンクをしていくものでありますし、議員が触れられた１８歳の選挙
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権の問題とも上手にリンクがしていけるものだろうなというぐあいに思っております。そういう

意味でしっかりと中身をこれからつくり上げ、やりながら、より充実したものにしたいと思って

いますが、あわせて、こういうような課題が全てやはり学校教育の中だけで完結をしていくって

いうか、あるいは責任を果たしていくということでなくて、やはり広くは社会教育といいましょ

うか、地域社会といいましょうか、そういうものの中でもそういう子供たちに必要な資質をしっ

かりと皆さんと一緒になって、まさにおせの背中としてつけていく、そういうような意識をお互

いに持っていくことが大事なのかなと、そんなことを思いながら議員の質問をお尋ねを聞かせて

いただきました。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 杉谷早苗君。

○議員（７番 杉谷 早苗君） ありがとうございました。これで質問を終わらせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、７番、杉谷早苗君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は１０時３０分です。

午前１０時０７分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

休憩前に引き続き一般質問を行います。

２番、三鴨義文君の質問を許します。

三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 議席番号２番、三鴨でございます。よろしくお願いします。通告

に従いまして、私は移住定住対策について質問させていただきます。

昨年１２月に国が法制化されたまち⋞ひと⋞しごと創生法に基づき、先月２月１０日に臨時議

会が招集され、南部町版の施策とそれに伴う予算が可決されました。このまち⋞ひと⋞しごと創

生法に掲げられた基本的な考え方の中に、１つ、東京一極集中の是正に若い世代の就労、結婚、

子育て希望の実現、３、地域の特性に即した地域課題の解決とあります。また、地方は人口減少

によって地域経済の縮小を呼んでいるとも記されております。私は、国に対して、こうなること

はわかっていたことであり、今ごろになって何をいわんやというところですが、しかしながら、

地方創生は皆が一丸となって目指さなければならないことでもありますし、私の掲げた目標、テ

ーマであります、町と地域をもっと元気に、そのためにも南部町の将来ビジョンと施策を行政だ
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けではなく、住民も同じベクトルで理解し、進むことが重要と考えております。そういったこと

で、次の点について御質問いたします。

１、２月１０日の臨時議会で提案された地方創生関連事業を町民の皆さんにもわかりやすく主

なものについて御説明をいただきたいと思います。

２、今年度秋までに人口ビジョンや総合戦略を策定される予定と聞いておりますので、将来計

画のことについてはその時点で聞くことといたしまして、とりわけ人口施策について、町長は今

年度の目標を一昨年の１２月議会の中で、各振興協議会に２世帯増を目指したいとの答弁をされ

ておりますが、実情はどうでしょうか。

３、移住定住希望者に対して、田舎暮らし体験施設を空き家を活用して整備する考えはありま

せんか。

４、観光プロデューサーの補強予算もされておりますが、東京一極集中の是正とあるように、

都市部へのアプローチはなされているのでしょうか。

５、地方創生の取り組みは国、県、町との連携と町民との意識の共有と非常に広く重要な業務

であり、今までのような担当者一人で扱う業務ではないと考えます。国も県も専属の組織体制を

新しく整えているようですが、町の体制として専属の部署を置く考えはないか伺います。

以上、壇上での質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 三鴨議員の御質問にお答えをしてまいります。

国は少子高齢化の進展に的確に対応をし、人口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人

口の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社

会を維持していくために、「まち」、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を

安心して営める地域社会の形成であります。それから、「ひと」、地域社会を担う個性豊かで多

様な人材の確保。「しごと」、地域における魅力ある多様な就業機会の創出に関する施策を総合

的かつ計画的に実施する目的でまち⋞ひと⋞しごと創生法を平成２６年１１月２８日に施行しま

した。それを受け、まち⋞ひと⋞しごと創生長期ビジョンと総合戦略が平成２６年１２月２７日、

閣議決定されました。

長期ビジョンは２０６０年に国の人口１億人を確保する中⋞長期の展望であり、総合戦略は２

０１５年から２０１９年の政策目標、施策を策定しています。また、県及び市町村も国の総合戦

略を勘案し、それぞれの人口ビジョンに基づいた総合戦略を策定することになります。また、国

の財政的な支援として、平成２６年度補正予算で地域住民生活など緊急支援交付金として、地域
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消費喚起⋞生活支援型と地方創生先行型が創設されました。前者は、地域の消費喚起など、景気

の脆弱な部分にスピード感を持った対応をするためにプレミアムつき商品券、灯油等購入助成、

ふるさと名物商品、旅行券などのメニューが示されました。また、後者については、地方版総合

戦略の策定や地方の課題解決に向けた積極的な取り組みを支援する自由度の高い交付となります。

本町では、さきの２月臨時議会で議決をいただいたところですが、地域消費喚起⋞生活支援型

についてはプレミアム商品券発行事業と灯油購入費助成事業、これは低所得世帯支援を行います。

プレミアム商品券については、商工会が発行する商品券に対して２０％のプレミアム部分を補助

することとしています。簡単に言いますと、１万円で１万０００円の買い物ができ、０００

円部分を補助するといったものでございます。発行総額は１億０００万円を計画しております。

灯油購入費助成事業については、生活保護世帯と町民税非課税世帯に１８リットルの灯油券を２

枚配付します。

地方創生先行型については、なんぶ創生１００人委員会を組織し、町の総合戦略を策定する事

業、さくらまつり、一式飾りや金田川の蛍などの地域資源の魅力向上を図る事業、観光プロモー

ションなど、本町に誘客するための体制を強化する事業、子育て応援サイトやパパスクールを開

設する事業を計画しております。また、地方創生先行型には事業内容などに応じて上乗せ交付分

が設けられていることから、新規の企業進出や既存の企業においても新たな設備投資や施設の増

強が行われた場合、雇用に対する補助を広域圏で行う西部地域企業立地促進事業や移住定住者、

求職者への仕事情報や、生活関連情報を一元的に提供できる地域仕事支援センター設置事業など

を申請することにしております。いずれにしましても、今後策定する総合戦略を充実したものに

し、長期的な視点に立って本町が進むべき方向を住民の皆さんと共有することで、これからの難

局を乗り越えていきたいと考えております。

続いて、人口施策の実情についての御質問です。平成２５年１２月議会では、２０歳代から４

０歳代の定住人口の確保で、各地域振興協議会に年２組ほどの世帯を転入していただくことを目

標に、結婚、出産、子育てを総合的に支援していこうというものでありますとお答えをいたしま

した。このことに関しましては、年間、各地域振興協議会に年２組ほどの移住者があれば、地域

の機能や活力を維持できると判断してのものでございます。平成２２年４月から平成２７年２月

２５日までの転入転出の状況を見ますと、２２年度、転入２９６人、転出２９４人、プラス２で

あります。２３年度、転入３５１人、転出３１８人、プラス３３であります。２４年度、転入２

７７人、転出２８２人、マイナス５人であります。２５年度、転入２７９人、転出３３２人、マ

イナス５３人であります。２６年度、転入、これはまだ３月末になっておりませんが、中途であ
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ります、２６年度、転入、２４８人、転出２１７人、プラス３１人といった結果になっておりま

す。少子化対策の成果は一様に出るものではございませんけども、直近の２６年度だけを見てみ

ますと、現時点で転入者が転出者を３１人上回っており、昨年１２月議会で触れた各振興協議会

に２組、７振興協議会がありますので、大体目標値ではないかと思っております。

次に、移住定住希望者に対して田舎暮らし体験施設を、空き家の活用で整備する考えはないか

ということであります。移住希望者に対して、一度その地域で試験的に居住していただき、定住

のきっかけとするお試し住宅の整備が各町村で進んでいます。特に、本町を知らない県外の移住

希望者に対しては有効な方策だと思います。いきなり移住するかしないかという判断にこれまで

二の足を踏む例もあったと思いますので、お試し的に居住できる施設を、しかも町内にふえつつ

ある空き家を利用して整備することは、空き家の有効活用にもつながり、効果が見込まれると思

います。総合戦略の中で検討していきたいと考えております。

次に、都市部への誘客のアプローチについての御質問でございます。平成２６年６月から南部

町観光協会に観光プロモーターを配置していただいております。町内に観光資源はありますが、

これまでは余り観光関係業者へのアプローチはできていませんでした。観光プロモーターを配置

したことにより、県内はもとより県外の観光協会や観光事業者への積極的なアプローチが可能と

なりました。

議員御質問の都市部へのアプローチですが、東京、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡、長崎な

ど各種の観光合同説明会や会社訪問などを通じて売り込みを行っております。戦略としては皆生

温泉や出雲大社など近隣の観光地に向かうツアーに赤猪岩神社を組み込んでいただき、まずは観

光地としての南部町の知名度をアップさせる取り組みを行っております。この結果、昨年８月の

岐阜バス観光を皮切りに本年３月まで、クラブツーリズムによる神戸、大阪、京都、奈良など関

西圏の各都市を出発するバスツアーで、約０００人強の観光客が赤猪岩神社を訪れております。

また、昨年１０月には、鳥取、島根の旅行会社や観光協会で組織するクラブツーリズムパート

ナーズ役員会を南部町にお招きをし、町内の観光資源などを御案内し、今後のツアーの材料とし

てアピールをいたしました。こうした取り組みを通じて、まずは南部町の知名度をアップさせ、

フラワーパークや赤猪岩神社を突破口に、祐生出会いの館、バンガローなどの緑水湖周辺等へ観

光客を誘導し、滞在型観光への展望を図りたいと思います。そして、南部町へのリピーターを獲

得するとともに、多くの方に南部町ファンとなっていただき、ひいてはついの住みかとして南部

町を選んでいただくことで移住定住につなげたいと考えております。

最後に、地方創生に関して、町として専属部署を置く考えはないかということでございます。
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現在、企画政策課を事務局としてプロジェクトチームやワーキンググループを設置し、課を超え

た横の連携を強化して取り組んでいるところです。今後の１００人委員会の設置、運営等も考え

れば、役場の組織を挙げての取り組みとならざるを得ません。決して専属の部署を置いて、そこ

だけで完結できるものではございません。今後とも役場内の横の連携を一層強化して取り組んで

まいりたいと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 三鴨です。１番目に御質問いたしました臨時議会のときの事業の

内容を説明いただきまして、この事業の中身はもう臨時議会の中で可決されたものですので、細

かな質問はいたしません。質問いたしましたのは、町民の皆さんにもこういった事業がこれから

取り組まれて、地方創生関連事業、緊急支援の交付金事業、第一弾としてこれから始まりますよ

っていうことがおわかりいただければと思いまして、質問させていただきました。

２番目の各振興協議会、２世帯増を目標にしたいとおっしゃられたことについて御答弁もいた

だきましたが、結局、転入のほうがプラス３１人であったというふうな御答弁いただきました。

ちょっとお聞きしますけれども、そういうほぼ目標どおりの成果を得たことについては、どうい

った取り組み施策が功を奏してこういうことになったとお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。各振興協議会に２世帯程度という

目標を今年度は３１人の超ということで、今時点で達成をしておるということで、どういった取

り組みの成果なのかというお尋ねでございますけれども、Ｉターン、移住を進めるための施策と

しまして、空き家一括借り上げ事業を初めとしまして住宅政策というものを充実をさせたという

こととあわせまして、都市部のその移住定住フェアとか、東京、大阪でありますそういう相談会

にも積極的に参加をして、移住に向けた働きかけをしてきたと、ＰＲをしてきたということもそ

の一つの成果ではないかというふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） なかなかその転入された方の中身を逐一把握されるのも難しいこ

とかと思いますけれども、都市部でのフェアの効果もあったんじゃないかということでしたけれ

ども、それってつかみにくいところじゃないかと思いますが、本当にそういう説明会やフェアに

来て、じゃあ、こちらに移住したっていうことが、つかみにくいんでしょうけど、実際あったん

でしょうかね。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、陶山清孝君。
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○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。全くの縁もゆかりもない方がこの南部町を選ん

でいただいたかどうかという、その実態というものは私どももつかんでいませんが、先ほど課長

が申しましたように、そういうフェアの中で南部町も候補の一つにしたいというお声があったと

いうことは私も報告を受けてます。これからだろうというぐあいに思います。多分、一番多いの

は、三世代同居ということで、南部町で育った方が御夫婦そろって、小学校の入学だったり、保

育園の入園であったりの機会を捉えて、町の支援策もあるということで帰っていただいて、これ

は私もよく聞いておりますし、非常に好評だというぐあいに思っています。

これからＩターンというものを考えていく上で、昨年１１月に日南町で里山資本主義のフォー

ラムがありまして、高木美保さんというタレントの方が、御自分も那須高原かどっかに移住をさ

れたんだそうです。この中で、一般に移住をするとなると、自分は６カ所ぐらいを候補地として、

日本中の自分の気に入ったところを探したと。それに費やすエネルギーや交通費というものは非

常にばかにならないっていうことを言っておられました。国もそういうプラットホームとしての

情報を集約して、空き家情報であるとかっていう動きを今、見せておりますが、いずれにしまし

ても、南部町の中にただ空き家がある、いいとこがありますよだけではＩターンの候補にはなら

ないということはもう確実なことです。彼女が言っておられましたのは、隣にどんなおばちゃん

が住んでおられて、気のいい人で、畑でも貸してあげるよだとか、漬物の漬け方でも簡単に教え

てあげるよというようなことが、今のこのＩＣＴの時代であれば、その方と直接、テレビ電話で

でもやりとりできて、話ができればいいなだとか、そういうもう少し、もう一歩進んだやり方と

いうものを行政も考えるべきではないかという御意見をいただきました。ぜひ、そういうことも

参考にしたいというぐあいに思います。

それと、もう１点は、集落というのはやはりどうしても閉鎖的なところがあるというぐあいに

私も感じています。非常に強い横のネットワークやお互いのつながりの強さというのは非常に田

舎の強みではありますけれども、逆に言えば、そこに入ってくる人たち、今、私たちが望んでい

ます３０代の御夫婦であったり２０代の若者であったりに対して、それを手放しで受け入れられ

る土俵があるかどうか。これは私たちや集落にそういうことが逆に突きつけられている課題であ

ろうと思います。今、大成功したと言われている海士町の成功というのは、言ってみれば、漁業

での既得権だとかそういうものを全部捨てて、それより何よりこの地域の未来を考えれば、よそ

から来ていただく若者やよそ者やばか者と、失礼な言い方かも、その人たちに全てを託そうとい

う、だから既得権はその人たちにあげてもいいんじゃないかという、このぐらいのやっぱり度量

がないと、やはり地域によそからの移住定住、いわゆるＩターンというのは非常に厳しいんでは
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ないかと思ってます。

まずは、縁、ゆかりのある人にまず帰っていただくことを第１段階に、その後、Ｉターンであ

ったり、そういうことにつなげていくということが方策として一番近道ではないかというぐあい

に思ってます。この辺についても今後、地方創生の戦略の中で多方面に、地域の皆様や住民の皆

様にぜひお話を聞きながら、戦略を練っていきたいというぐあいに思っています。以上でござい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 副町長の御答弁、私もそう思います。実際に帰られた人とか移住

定住された方って、住んでるところの人間関係が一番大事で、温かく触れてもらってるとか、野

菜をもらってるだとか、そういった人間関係っていうのが定住には非常に大きなポイントのとこ

ろだっていうふうに話も聞いております。先ほどの高木美保さんのテレビも、もうお一方どっか

遠くから東京まで通ってテレビ出演してるっていう方がいらっしゃいましたけど、まさに副町長

言われたとおりだったと私も拝見させてもらいました。

もう１点だけちょっと聞いてみたいんですが、さっきの空き家一括貸し付け事業、私も提案さ

せていただいて、すぐに実現していただいて、喜んでおりますけれども、これの今の実態ってわ

かりますでしょうか。何戸がリフォームされて、実際入っていただいとるのが何戸っていうのが

おわかりでしたら教えてください。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。空き家一括借り上げ事業でのその

居住の状況ということでございますけれども、昨年、ことしということで取り組んでまいりまし

たが、今現在、町が借り上げている物件が全部で５件ございます。内訳としましては、三崎に１

件、天萬に２件、法勝寺に１件、朝金に１件ということでございます。このうち、天萬の１件以

外は既に居住をされておりまして、人数は５名の方が住んでおられます。この５名の内訳としま

しては、県外の方が３名、その他は県内からの転入ということでございます。天萬の、今住んで

いない１件につきましても、現在交渉中ということでございます。この５件以外にも新たに２件、

東西町、下阿賀あたりの空き家の物件についての相談を受けておるという状況でございます。以

上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） ２番、三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） ありがとうございました。５名の方がこういう形で入ってきてい

ただいておりますので、ぜひこれももっともっと広げていってほしいと思います。
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先ほどの人口の話なんですけれども、町長は転入転出の数字を教えてくださいました。以前、

これも町長の答弁の中で、本町の場合の人口減少の原因は転入転出の社会減ではなくて、出生者

数より死亡される方が多い自然減のほうが大きいためとおっしゃられました。その辺をちょっと

私も調べてみますと、社会増減は先ほど御答弁いただきました数字で、増減はありますけれども、

プラス⋞マイナスやってみますと、おっしゃられた３１人ぐらいの差異でございますので、そう

大きな要因ではないと思います。問題は、その自然減のところでして、人数的にちょっと調べた

ところをお話ししますと、平成２２年度の出生者数、生まれた方が６０人に対して死亡者数、亡

くなられた方が１５２人ということですので、自然減が、これは９２人、マイナス９２人、１年

でなっとるようでございます。同じように、２３年、出生６７、死亡１５９、マイナス９２。平

成２４年度では出生が７６、死亡が１６７、マイナス９１。２５年度が出生６２、死亡１７０、

マイナス１０８人。平成２６年度、今年度では出生が５４、死亡が１３５でマイナス８１となっ

ております。これは２月時点でございます。

これで驚きますのは、毎年マイナス１００人前後の人口が自然減の中で減ってきておるという

ことでございます。ましてや、ことしの場合は出生者数が５４ということでして、これも驚くと

ころなんですけれども、出生者５４というのは、今度学校に行くときの新入児童が５４人しか南

部町でいないっていうことだというふうに思います。西伯小、会見小、二小、学校全部足しても

５４人の児童しか入学してこない。１クラスができるのかできんのかっていうような状況まで出

生者数が減ってきておるということですので、もう町の存続の前に学校自体の存続も危ぶまれる

というような少子化の現状がございます。そういったことから、今回提案しております移住定住

によって、若い御夫婦であったり若者の流入をぜひともしていかんと、将来的には大変なことに

なっていくということを特に感じたところです。

先ほどの答弁で私のほうが結論づけてしまいましたんで、質問になりませんけれども、質問に

戻ります。次の移住定住対策の中で、３番目に御質問いたしました、田舎暮らしの体験施設を空

き家でっていう話ですけれども、非常に前向きな御答弁いただきまして、総合戦略の中で検討し

ていきたいということでございます。しかし、今議会に田舎暮らしお試しホームステイｉｎなん

ぶという事業をお考えであったんですけれども、その予算をほとんどの減額の補正が出ておりま

す。これ実施できなかった、取り組めなかった理由として、あるいはどこがどうだったかという

検証はどうされておりますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。この３月補正の案件で、お試しホ

－２６－



ームステイｉｎなんぶを減額補正で要求させていただいておりますけれども、お試しホームステ

イｉｎなんぶという事業は、移住定住者のお試し的な滞在ということでホームステイ、ホストフ

ァミリーを募ってそちらに泊まっていただいて、何日か南部町で過ごしていただくという、そう

いう制度設計をしておったわけですけれども、目的として、その移住に向けてのお試し的な居住

場所を確保するということはよかった、そういうニーズにかなってるとは思うんですけれども、

手法としてホームステイという手法がよかったのかどうなのか。そこはちょっとミスマッチだっ

たのかなというふうに思います。移住定住を考えておられる方っていうのは、中高齢者であった

りあるいは若い、子育て、子供連れの方ですとか、そういった方が多いわけですけれども、そう

いう方がホームステイという格好で入ってこられるのかっていうところは、若干やっぱり無理が

あったのかなというふうに分析をしております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） ２番、三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） なかなか難しいですよね。私もようわかります。ですけど、そう

いった事業が実施できなかったいう結果を点検されて、ぜひともこのたび私、提案しております

ような、もう一度空き家を使ったそういう滞在施設に変えてでも取り組んでいただきたいという

ふうに思います。ぜひお願いいたします。

次に、観光プロデューサーの補強ということから、都市部へのアプローチについて回答いただ

きました。答弁の中で、赤猪岩神社へ来られたお客様っていうのは関西圏が中心だったというふ

うにお伺いしました。２００人あったというふうに施政方針の中にも書いてございましたので、

たくさんの方にお見えいただいたんだなと思いましたが、そうやって来ていただいた方は、見て

もらってそれでっていうことではなくて、来てもらった方にどういった町のＰＲや、今、一番施

策として考えている移住定住、こういう施策があってということ、そこら辺まで、配り物がいい

のかどうか、ちょっと私も考えますけれども、せっかく２００人の方が南部町に来ていただい

た方に、何かそのアプローチをできないのかなというところが思うわけです。その辺は何かアク

ションされたことはありますですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。バスツアーで赤猪岩神社に来られ

たお客様に移住定住のアプローチをしたかどうかということですけれども、観光で来られたお客

様が一足飛びに移住定住に結びつくっていうふうには考えてはないわけですけれども、そこで赤

猪岩神社に参拝いただいて、ガイドでありますとか、あるいはその土産物、売店でありますとか、

そういったところを利用していただいて満足して帰っていただいて、いい対応をしていただいた
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っていうようなことで、満足して帰っていただくことで南部町のファンになっていただいたり、

それでリピーターになっていただいて、行く行く将来的に移住を考えられたときに、南部町って

いうのも選択肢に入っていけばいいのかなということで、直接、観光客を対象に移住のアプロー

チをしたということはございません。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） わかります。その観光で来られた方に南部町どうですか、住まれ

ませんか、何じゃかんじゃっていうようなことでは、なかなかそういうつながり方っていうのは

無理かと思います。ですけども、先ほど副町長も言われましたように、縁もゆかりもない方が一

旦南部町まで入ってきてくださって、ごらんいただいた部分ちゅうのはあるわけですので、それ

が些少の縁でもあったりするわけなので、何かその南部町の優遇施策だとかそういった移住定住

にかかわることの配り物でもして、それを持ち帰ってもらって、また近所の方に口コミしていた

だくっていうような形で、何か接点があったり、そういうところを探していましたっていうよう

な人が御近所にでもいらっしゃれば、広がっていくのかなと思いますので、せっかく入ってきて

くださった方にやっぱりそういうこともしていけたら、何かのヒントが成果があらへんかなと思

います。

それともう１点、ふるさと納税ですけれども、これも大変好評で、東京圏内を中心に０００

人の方から受け入れるということがありました。これはお返しというものがあるわけですけれど

も、これには情報提供はされてますか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。直接これも移住定住の関係での情報提供は

しておりません。町のその産業のＰＲといいますか、そこの中でのパンフレットを入れたりとか、

そういうことはしておりますけども、移住定住に関しての取り組みっていう格好ではしておりま

せん。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 現状はそうですので、本当に人口の状況もそうだということで、

本当にどこからでも取っついて関係を持っていくかっていうのは、絶対これがっていう手法はな

いと思うんで、いろんなアクションを起こしてもらったら、何らかの芽が出るんじゃないかなっ

て私は思っておりますので、ぜひそういった移住定住に向けたお知らせであるのかパンフである

のか、そういうものもお考えいただいたらなと思います。

それから、東京圏を中心に０００人の方というふるさと納税の話がございましたけれども、
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東京の方について、私、ちょっと感じるところなんですが、私、ちょっと前に東京生まれの方と

お話をすることがありまして、その雑談の中だった、今はこちらに住んでる方なんですけれども、

東京の小学校や中学校ではそれこそ純粋な江戸っ子っていう方はほとんどいないんだそうです。

だけれども、じゃあ残った方は全部田舎のある地方出身の方かというと、そうでもないと。田舎

のない子供たちがもう半分ぐらいはいるんだそうです。夏休みでおじいちゃんおばあちゃんのと

ころに帰省するっていう子供たちもいれば、田舎のない子供、行くところがない東京っ子ってい

うのが半分ぐらいはいらっしゃるんだそうです。私、それを聞いて、ああ、そうかと思いまして、

田舎暮らしをお考えいただく方っていうのは、移住定住を考えておられる方とか、第一線を東京

で終わられて、Ｕターンで、結構高齢になられた方が帰ってくださる、そういうところも必要か

もしらんですけれども、そういうアプローチより都会の子供たちに田舎を体験してもらうとか、

そういうふうなことのきっかけをつくるほうが、ちょっと長い目で見ればいいのかなと、そうい

う東京生まれの東京育ちっていう子供たちに夏休みに田舎に来てもらう、そういうようなことを

考えてみました。東京に来てみませんか、何ていうか、都会の子供たちの田舎暮らしの前段で田

舎づくり事業っていうのを考えてもらったらと思うんですが、そういう経験をもとに、将来的に

は自分の子供には自分が経験した田舎で育てていこうとかいきたいとか、今の来てくださった子

供さんの親御さん方も、親のほうが田舎で育ててみたいとか、いろんなケースがあると思うんで

すが、ちょっと期待できるのかなと思いました。

そこで、都会の子供たちにそういう御案内をするときに、都会の学校とどういうふうに接点を

持ったらいいのかなっていうのがちょっと悩ましいところで、私ちょっとその辺の案が浮かばな

いんですけれども、学校の何かネットワークとかそういうつながりっていいますか、先ほど福田

課長が品川区のまち科の話しされたんですが、何かその辺は学校関係のつながり、こういう接点

は使えへんかみたいなもんがありませんか、福田課長。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。議員御指摘のところ

でさまざま学校のネットワークはということでございますけども、それはいろんな手法があると

思っております。学校同士でさまざまな共通の課題を持っている学校、もしくは地方と都市部で

全く違う環境でお互いにそれが子供たちにとって有効である、有益であるということであれば、

それぞれの所管をする教育委員会が、町でいえば姉妹都市のような形でしょうか、姉妹校という

か、協力校のような形でやるとか。日本全国にはいろんなのがありまして、例えば修学旅行を行

った先で交流をするとか、そういう１回のものから、やりとりをして共同研究、子供たちが、児
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童生徒が共同研究をすると。南部町でもこの前、会見第二小学校はｉＰａｄを使って、シンガポ

ールに行っている先生、加藤先生とテレビ会議をやりましたけども、今後はあれも例えばシンガ

ポールの日本人学校とやってみたいっていうようなことがありますので、そういう子供たち同士

の連携もいろんな形で今、比較的自由にできるようになっているというふうに思っております。

よろしいでしょうか。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） ぜひ、そういったいろんなネットワークあるようですので、その

姉妹校になるとか、そういった都会の学校の保護者の皆さんに情報提供したり、何かそういう接

点を持ってこちらの情報を流して、あるいは実際に来てもらったりして、将来につなげていくよ

うなことが、もう私らの頭の中では、一線を退かれた方々が田舎に帰ってくださるみたいなのが、

目線としてそこばっかり向いてしまっていたので、いや、今すぐっていうことより、やっぱりそ

うした将来の子供たちにアプローチするのも必要なことじゃないかなと思ったもので、そういう

提案をさせてもらいました。

先ほどもありましたけれども、私、もっと子供たちがこっちに来てくれたなら、夏休みの東西

町の何でしたっけ、放課後児童クラブだとか森の学校だとか、南さいはくの、ああいったところ

で地元のこっちの子供さんと向こうから来てくださった子供さんとの交流しながらの体験みたい

なのも考えられらへんかなって思うんですけども。これはちょっと質問にさせてもらってもいい

ですかね。そういうのできそうですかね。可能なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 答えられますか。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長です。できないことはないというように思います。今、学校のネッ

トワークというような話もあったわけですけど、私も全国に知り合いの首長がたくさんおりまし

て、そういうネットワークを使ってもできないことはないと思います。それから、防災協定結ん

でおります、例えば尾道だとか佐川町だとか、そういうところの修学旅行の子供たちを受け入れ

たりして、南部町で体験をしていただくというようなことはできないことはないわけ。

問題はその受け皿というものです。まことに結構な話なんですけれども、修学旅行で５０人と

か１００人の子供が来たときに、ちゃんと受けられるキャパといいましょうか、そういう体制が

あるのかどうなのかということ、私は大きな課題だろうと思っております。もちろん体験のメニ

ュー、プログラムも用意はしなければいけませんし、それから宿の手配、それから食事の問題、

安全の問題、いろんなことがあって、そう簡単にできる話ではないと思っております。
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現在、南さいはく振興協議会が明道校区と、米子の、交流しておりまして、そこの子供さんた

ちが芋掘り体験に来たり、森の学校で木工体験をしたりいろいろやっておりますけれども、なか

なかそのお方たちと南部町の子供たちとの交流というようなことでも、スタッフがないだとか、

なかなか大変なんですよ。ですから、私はまず、そういう受けるほうも、米子の明道校でもいい

んですけど、近いところの方たちをちゃんと対応ができるような、それで満足して帰っていただ

けるようなトレーニングしていかんと、これはなかなか難しいのではないかというように思って

おります。

それで、そういう面では随分出おくれているわけです。どっかの都会地の子供たちを南部町に

修学旅行に来ていただけるというカードというのは、これはありますから、さっき福田課長もお

っしゃったし、私自身も自信があります。ありますけれども、来ていただいたときのメニュー、

プログラムというものがまだまだ未成熟で、おしかりを受けたり、失望して帰っていただくよう

なことでは、これはつまらんわけでありまして、そういう辺に悩みがある。ですから、小さいと

ころからそういうトレーニングをしていかなければいけんというぐあいに思っております。

それから、移住定住について、私が企画政策課からいただいた資料によりますと、大体、貿易

収支でいって、米子市と日吉津村に対して赤字です。あとの県内の全市町村からは黒字、貿易黒

字ということになっております、人口のほうは。よそから来ていただくほうが多いと。ただ、う

ちの場合は、米子と日吉津に出られるわけです。ですから、ここをできるだけ南部町にとどまっ

ていただくようにすれば、人口はそんなに減らんと。減り方は少ないほうの町ですから、そこを

手当てきちんとしていけば、よそからは貿易黒字になっていますから、来ていただくほうが多い

わけですから、人口はふえていくぐらいには思います。出ていかないようにすると、結婚したり

しますと、米子のほうに居を構えるというようなことになっておって、そうしますと、南部町で

そういう対策、若者、結婚した人が住めるような住宅があるんだとかというようなこと。それか

ら、便益施設がいろいろあると、商業施設もあるというようなことが、結局、米子や日吉津に出

なくてもいい状況が生まれてくるのではないかと思っております。

それと、先般２月２日にＮＯＫと調印したわけですけれども、働く場というのは非常にここあ

るわけです。ですから、そういう大体８割ぐらいの方が町外から通ってきてますから、ですから、

この町外の方に、働くところと住むところが同じ町だったら、これが一番いいわけですから、そ

ういう方たちにアピールすることによって、人口を増加に転じさせることはできないことはない

と、このように思っているわけです。東京のほうの、遠くからとにかく南部町に来てくださいと

いうようなのは、黄河の中で金貨を拾い上げるようなぐらい難しいことだと思います、私は。そ
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れよりも、今あるこの南部町が実際にやっている、南部町に行き来のある人たちに定住していた

だくような施策をやったほうがより確実性が高いのではないかなというように思うわけです。

いろんな思いがありますけれども、南部町の実力というようなものも考えながら、できるだけ

着実なことをやっていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 三鴨です。何か町長がまとめてしまってごしなったんで、ただ、

そのウオーミングアップは地元でしてみたり、そういうことがいいと思います。ですが、今の現

状は東京圏のほうは２０代、３０代の流入人口が毎年１０万人多いんだという結果が出ておりま

す。それで、出すほうは４万人ふやして、入れるほうは６万人を抑えるでしたっけ、そういうよ

うな東京圏の出し入れを、今１０万人、流入が多い部分を抑えていくんだっていう方針がありま

すから、やっぱりその東京圏の中にでもそういうアプローチを、ウオーミングアップした時期は

まだ先の話かもしらんですけれども、やっぱりそういうところにも目を向けるべきだと思います。

ここでおもしろいデータを私、見つけましたんで紹介したいんですが、これ、ふるさと暮らし

希望地域ランキングというもんでして、東京のふるさと暮らし情報センターっていうところに移

住の相談に来られた方に、移住するならどこの県がいいですかっていうふうなアンケートをとら

れた結果を県ごとにランキング、順位づけをされたものでして、４年連続第１位ならず、長野県

っていうような、１位は長野、これ３年間の、私、データを見てるんですが、１位、２０１２年、

おととしですよね、が長野、去年も長野、ことしは山梨っていうことで、結局、この長野、山梨

あたりっちゅうのはやっぱり東京圏に行こうと思えば近い。先ほどの町長のお話でもありました

けれども、やっぱり米子に近い南部町は、勤めは米子でも住むのは南部町っていう形にしていか

んといけんのじゃないかと、こっちで言えば。こういう全国的に見ても、長野、山梨が１位、２

位、それから３位に岡山県がずっと入っております。岡山県が何でかと思うわけですけれども、

その辺で見れば、一昨年の２０１２年ですと、１位、長野、２位が岡山、３位、福島、４位、香

川、５位、千葉、ここの次６位、島根県、７位が大分、８位が鳥取県なんですよね。ですから、

鳥取、島根っていう山陰と岡山の中国山地のあのあたりっていうのは、中山間地、結構、東京圏

のほうで人気のある、行きたいと思われる圏域なのかなっていうふうに読み取れるわけです。で

すから、東京のほうでも、鳥取、島根、山陰っちゅうのは脈がないところではなく、目を向けて

くださるところじゃないかなっていうふうに読みます。こういったことで、さっきからいろんな

観光で来られた方とかの話もしましたけれども、こういった鳥取、島根が上位に入っとるってい

うこと、また、島根県が６位で、ことしは８位なんですよね。非常に高いところに人気がある島
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根県です。

きのう、質疑の中で、観光事業について、観光事業進めても産業を生まないだとか、あるいは

効果が見えにくいだとかっていうような御意見の議員さんがありましたけれども、この島根県が

上位にランキングされているっていうことには、やっぱり出雲大社の平成の大遷宮とか、そうい

った観光効果もあって知名度を上げてる、皆さんが興味持っておられるということもあるんじゃ

ないかというふうに読めるわけです。ですから、観光事業の効果っていうのは特産品を買ってい

ただくだけでなくて、こういった広いところで効果を生んでいるという理解を私はすべきだろう

なと。ですから、ぜひこのたびの地方創生についても観光の分野ありましたけれども、１００人

委員会なりプロジェクトチームの中でしっかりそういう方向ももんでいただいたらなというふう

に思います。

あと最後に、組織体制のことですけれども、結局は地域仕事支援センターを企画政策課の中に

設置して窓口にしますよ、一つの課や室ではできないので、取り組みはもちろん全体ですよって

いうことだったと思いますが、そこに配置されます移住定住コーディネーターさんっていうのは、

これは正規の職員でされるんでしょうか。それとあとお二人は臨時の提案だったと思いますけれ

ども、この方ってこれから募集されるんでしょうか。ちょっとその辺を聞かせてください。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。来年度設置する予定の地域仕事支

援センターの体制につきまして御質問がありました。（サイレン吹鳴）地域仕事支援センター、

３人の体制で始めたいというふうに考えておりますけれども、トップは職員を据えまして、その

下に移住定住コーディネーター及びその事務局職員、これは非常勤で対応したいと思っておりま

して、今、募集をしておるところでございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） トップは職員さんで、移住定住コーディネーターさんが臨時さん

なんですか。じゃあ、センター長っていうか、センター室長は正規の職員さんがなられるという

ことですね。わかりました。その移住定住コーディネーターさんともう一人の臨時事務員さんは

募集中という、わかりました。

とにかく、国でも県でもほかの市町村でも、特に市部なんかはそれ専門の、この地方創生戦略

課だとか、いろんな名前をつけて専属の部署ができております。その辺の意気込みはよく私も感

じるわけですので、ぜひ、本当に間口も広い仕事ですし、何かと兼務しながらでは、なかなかそ

のプロジェクトや１００人委員会やあるいは各担当課の事業実施状況なり、なかなかその把握し
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たりは大変だと思います。それぞれのＰＤＣＡもどうなのかっていうこともやらにゃいけんと思

いますので、大変かと思いますが、ぜひとも、これから計画策定に向かって中身の濃いものがで

きますようにしていただきたいというふうに思います。

ただ、そういった専門の方がいるかいないかっていうところで一つ思うのは、やっぱりその専

門の職員が考えるのは、今回、緊急支援交付金の中でもあったような、国が示したメニューの中

で、じゃあこの中でどれをしようかっていうことではなくて、その国が示したメニューの選択ば

っかりじゃなくて、地方独自のカラーを出すような事業を考えていかんと、ほかの市町村との競

り合いには勝てないんじゃないかというふうに思います。どこともやっぱりこのメニューの中で

取り合いをするだけではどうだろうかと私は思っておりますので、ぜひそういったスパイスのき

く仕事を考える職員さんというものをぜひともこの中でやっていただきたいど思います。

もちろん、住んでもらうためには、やっぱり仕事がなければいけんっていうのは、これはもう

誰が見たって、都会から来るにしたってそうでして、これも以前に話しましたけれども、成人式

のときに、議会の広報の委員のほうが成人者の方に聞き取ったところ、仕事さえあればこっちに

住みたいっていう方がいるということなので、ぜひとも移住定住も仕事っていうものも当然必要

なことですので、その辺を踏まえて、これから戦略、計画練られるので、ぜひともその辺も踏ま

えて町民の皆さんと一緒になってできるような姿のものを考えていただきたいと思いますので、

そういうふうなことを提案しながら、私の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁要りますか。

○議員（２番 三鴨 義文君） 結構です。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、２番、三鴨義文君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入りたいと思います。再開は午後１時３０分にいたします。

以上です。

午前１１時３５分休憩

午後 １時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） それでは、再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

５番、植田均君の質問を許します。

植田均君。
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○議員（５番 植田 均君） ５番、植田均でございます。２点にわたって質問通告をしており

ます。順に従いまして、質問をいたします。

初めの質問は、中小零細業者振興対策を問います。政府は、アベノミクスが地方に波及してい

ないだけでなく、格差をさらに拡大させていることが明らかになる中で、地方創生を掲げて一斉

地方選挙を乗り切ろうとしていますが、地方を本当に再生しようというなら、どうして地方経済

が落ち込み、人口が減ってきたのか、その原因を明らかにする責任が政府にはあります。そうし

てこそ、本当に地方を再生できる処方箋が書けると考えます。消費税増税、福祉、介護、医療の

国庫負担の削減、年金の削減、非正規雇用の拡大を招いた労働法制の規制緩和、市町村合併の押

しつけなど、長年の自民党政治こそ地方を衰退させた責任があります。しかし、安倍政権の地方

創生には、何よりも大切な、地方で安心して暮らせる社会保障を充実させる視点が全くありませ

ん。消費税は全て社会保障に使うと国会でも総選挙でも言いながら、社会保障政策は自然増をも

含めて見直し、効率化、適正化の名のもとに切り捨てています。人々の安心な暮らしが守られ、

消費に回されるよう、懐を暖めなければ、地方経済は創生どころか一層落ち込むことは目に見え

ています。真の地方再生のためには、県内企業の９ ８％を占め、９８％以上の労働者が雇用さ

れている中小零細企業と基幹産業である農業を振興することが今とりわけ重要な課題であると考

えます。

南部町の地場経済は景気低迷、後退にあわせて、昨年４月から実施された消費税増税の影響が

追い打ちをかけています。地方経済に詳しい鳥取大学の藤田安一教授は、概して合併した市町村

は元気がない、安倍政権の長期成長戦略は地方の衰退をさらに進めると指摘されています。国が

上から選択と集中をつくり出せば、不均衡が促進され、それはやがて財政を集中的に投下された

地域全体も衰退させることになる。達成化のベクトルは下から上にボトムアップ方式でなければ、

地方の再生と持続性は失われると重要な指摘をされています。町内の中小零細業者は必死の努力

で経営を続けています。地域に根を張って頑張っている業者を支援することが何よりも大切では

ないでしょうか。

国は、２０１４年、小規模企業振興基本法を制定しました。その法案の概要によれば、小規模

業者の活性化と地域の活力向上は表裏一体であり、市区町村や地域の金融機関、他の公的機関、

大企業、中規模企業等との連携強化、地域産品展示会の開催等、地域活性化にもつながる面的な

支援を通じ、小規模事業者の活動を徹底的に支援するとしています。しかし、国の中小企業対策

費は１９６７年度に一般歳出の ８８％を確保していましたが、２０１４年度には ３３％の史

上最低水準に低迷しています。このような状況であれば、中小小規模企業振興は絵に描いた餅に
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なりかねません。町内の小規模事業の振興は、町の健全な発展の重要な課題です。以上の趣旨か

ら以下、具体的に質問します。

１、国に小規模企業振興基本法の趣旨を実現するために予算を確保し、地方に配分することを

積極的に求めるべきではありませんか。所見を伺います。

２、全国の自治体が実施している住宅リフォーム助成制度は今現在、６２８自治体に達してい

ます。波及効果の大きさで地域経済対策として威力を発揮しています。今こそ創設を求めます。

３、群馬県高崎市はまちなか商店リニューアル助成事業を２０１３年に創設し、業者の皆さん

から歓迎されているそうです。店舗の改装や備品の２分の１を助成する制度のようですが、実施

に向けて検討することを求めます。

４、町営住宅の老朽化対策を計画的に取り組み、地元業者の仕事づくりにつなげるべきではあ

りませんか。所見を伺います。

次に、農業振興を問います。安倍政権は我が国の農林漁業の存続を根底から脅かし、破壊する

ＴＰＰ交渉を成長戦略として位置づけて固執し続けています。例外なき関税ゼロを原則としたこ

の協定が実施されれば、食糧自給率のカロリーベース、現在３９％が政府の試算で農林水産業の

生産額は３兆円減少し、米の生産は３２％、小麦、サトウキビ、でん粉は壊滅、牛乳、乳製品は

４５％、牛肉、豚肉は７割が減少すると予想、試算しています。食糧自給率は２７％まで低下し

ます。農林水産省の試算では、食糧自給率が１４％まで低下するとしています。

また、ＴＰＰ交渉からの即時撤退を求める大学教員の会の作業チームによる試算では、関連産

業や地域経済を含めた減少額は１ ５兆円、就業者の減少は１９０万人に上るとしています。Ｔ

ＰＰ参加は亡国の道です。即時撤退しかありません。そして、ＴＰＰ参加に反対する全国農協中

央会を安倍政権は解体しようとしています。このような動きに対して、地域を守る立場から毅然

と国に対して意見を言うことが今こそ求められています。

また、安倍政権は米を中心にした農産品の価格を市場任せにしようとしています。その結果、

昨年の大暴落を招きました。いまだにまともな対策を講じておりません。欧米各国では農産品の

価格保障、所得補償は当たり前に行われています。一般歳出に対する農林水産予算の割合は２０

０７年度の １％から２０１４年度には ３％に低下しています。予算上の位置づけを１３年前

の水準に戻すだけでも１兆円の予算を確保できます。また、農林水産業の生産額と農業予算との

割合を国際的に比較してみますと、アメリカが５ ０％、フランス、３ ９％、ドイツ、６ ０

％、韓国、５ ８％に対して、日本は２ ５％となっています。日本の農業予算の貧弱さが目立

ちます。この割合を先進国並みに高めれば、食糧自給率を高める政策経費は確保できます。
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アベノミクス農政は２０１４年度予算から本格的に実施されました。民主党政権時代に導入さ

れた６０キロ当たり１万０００円より米価が下がったときの差額が支払われる戸別所得補償が

廃止されました。また、米の直接支払い交付金制度として、１０アール当たり１万０００円支

払われた制度を２０１８年度に廃止し、それまでの間は激変緩和の経過措置として１０アール当

たり５００円にしました。また、大胆な構造改革として、５年後をめどに行政による米の生産

数量目標配分をやめ、市場任せにすることを推し進めています。このもとで飼料用米、米粉用米

について数量払いを導入し、上限１０アール当たり１０万０００円を設定しました。現在の飼

料用米の需要は鳥、豚向けに限られているだけでなく、その流通、備蓄の体制も整っておらず、

生産しても販売先がないという事態も想定されます。そうなれば、米価下落は必至であり、大規

模農家を含め、経営への深刻な打撃を与えることになります。

豊作、凶作の価格変動の乱高下が避けられない農産物の価格保障は再生産を保障し、農家の威

力と誇りを高める上で決定的であり、食糧自給率を向上させる基礎的条件です。欧米諸国でも農

産物の価格支持制度は維持しています。農畜産物の特性を踏まえて、品目別の価格、経営安定制

度を導入、あるいは現行制度の充実、改善が重要です。加えて、国土や環境の保全など、農業の

多面的機能を評価して、各種の所得補償の抜本的な充実が求められているのではないでしょうか。

以上のような観点から、以下、具体的に質問いたします。

１、ＴＰＰ交渉の即時撤退を国に要求するべきではありませんか。所見を伺います。

２、全国農協中央会を一般社団法人化するなどとした法案を撤回するよう、国に要求するべき

ではありませんか。所見を伺います。

３、米の価格暴落に対して抜本的な対策を国に要求するべきではありませんか。所見を伺いま

す。

４、ミニマムアクセスはＷＴＯ協定上は最低輸入機会の提供にすぎず、全量輸入は義務ではあ

りません。世界中で米が不足しているときに、必要のない我が国に７７万トンもの米輸入を強要

するミニマムアクセス制度は廃止することを国に要求するべきではありませんか。所見を伺いま

す。

５、南部町の農業振興策として転作作物、上乗せの助成制度をつくるべきではありませんか。

所見を伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 植田議員の御質問にお答えをしてまいります。
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まず、国に小規模企業振興基本法の趣旨を実現するため予算確保を求めよという御質問でござ

います。小規模企業振興基本法は人口減少、高齢化、海外との競争激化など、我が国経済の構造

的変化に直面する小規模企業の振興を図るため、振興策の基本事項を定めるとともに施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的に、

昨年６月に制定されたものです。予算のお話がありましたが、中小企業、小規模事業者関係予算

案として、平成２７年度は今年度より３億円増となる８５６億円が計上されています。特に、

この法律の施行を受けて小規模事業者支援策は強化され、商工会等による小規模事業者の事業計

画作成や実行支援など、伴走型の支援を行う小規模事業対策推進事業が本年度当初の１ ８億円

から４ ５億円に大幅に増額されるなど、厳しい国家予算の中ではありますが、予算措置がなさ

れているところです。予算は十分確保されているのではないかと存じますが、予算が成立して、

今後執行する中で、どうしても不足があるようであれば、県を通じて国に要望するなりしていき

たいと思います。

次に、住宅リフォーム制度の創設を求めるということでございます。住宅リフォーム事業につ

いては過去にも御質問いただいており、その都度お答えしているところであります。住宅リフォ

ーム助成事業を実施されている自治体の事業目的は地元の中小零細企業の支援と経済の活性化、

個人消費の拡大を図るために行われています。これまで申し上げておりますように、町では同様

の目的で南部町産材活用家づくり事業のほか、プレミアム商品券発行事業、小規模工事等取り扱

い制度を設け、実施してきました。住宅リフォーム制度による経済効果について否定するもので

はありませんが、本町におきましては、このような制度の中で他市町村が行っている住宅リフォ

ーム事業と同様な事業が実施され、幅広い対象で事業者、個人を支援し、地元の経済活性化の支

援に役立っているものと思っています。住宅リフォーム事業については、中小事業者への支援と

いうより、個人財産への支援の意味合いが強いこと、また、町内には工事を受けていただく事業

者や事業主などの数が少なく、町内業者への発注に限定した場合に、町内への経済活性化にいさ

さかの疑問が残ることなどから、導入を見送ってきているところですが、かねてから申し上げて

いるように、施策に沿った形での実施については積極的に取り組むこととしており、町外からの

移住者を対象にした空き家改修、空き家一括借り上げ事業、若者の定住のための住環境の整備で

ある三世代同居支援事業等に取り組んでおり、大変に好評いただいているところです。

また、地域創生に係る消費喚起型事業として、２月臨時議会で議決いただきましたように、従

来より高い率でプレミアム商品券１億０００万円の発行をさせていただくことになりました。

このたびは、従来１０％だったものが２０％のプレミアムがつき、大変お得となっており、地域
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の消費喚起に大きな役割を果たしていくと考えています。４月１８日発売を予定しておりまして、

皆様にお買い求めいただきたいと思います。今後においても、事業の検証をしながら、その施策

の目的の達成状況によって制度の変更も視野に入れながら取り組んでいきたいと考えているとこ

ろです。

次に、まちなか商店リニューアル助成事業を創設し、業者の皆さんから群馬県高崎市は歓迎さ

れておるということでございますが、高崎市のまちなか商店リニューアル助成事業は、商業の活

性化を目的に、商売を営んでいる人、または営もうとする人が店舗などの改装や店舗などで専ら

使用する備品の購入を行うことに対し、その費用の２分の１、上限１００万円まで補助するもの

で、昨年度創設されて、業者の要望も強く、今年度は３億０００万円もの予算を計上されてい

るとお聞きしています。

確かに商店や商店街の衰退は地方に共通した課題であり、魅力的な店舗に改造することで、集

客の増加につながる面はあろうかと思います。ただ、商業の活性化という目的を達成するために

は、ハード面だけではなくてソフト面での創意工夫がなければ集客力の向上には結びつきません。

顧客のニーズを把握したり、顧客目線に立ったサービスの改善をするなど、商店主の自助努力が

必要となってきます。南部町では、中小企業者の皆様への支援策として、中小企業小口融資や小

規模事業者経営改善資金融資利子補給金の制度がございます。これらは、中小企業者が確実な経

営改善計画を立てられた上で、融資の審査を受け、その上で借り入れをされることに対して支援

するものでございます。税金投入の費用対効果を考えた場合、まずはこうした制度の利用を促進

したいと思います。

なお、本町では４月にプレミアム率２０％という破格の商品券を発行する予定です。ぜひこう

したことも契機として、各事業者がまずは売れる方法を創意工夫していただくことが大切と考え

ます。

次に、町営住宅の地元業者への仕事づくりにつなげるということでございます。町営住宅に関

しましては、１２月議会で亀尾議員より運営管理についての御質問をいただきました際に回答さ

せてもらったとおり、払い下げ方針を基本に考えながら全体の住宅戸数も考慮し、建てかえも視

野に検討しているところです。老朽化対策については既に町営住宅の長寿命化計画を平成２６年

３月に策定済みでありますので、それをもとに対策を行っていきたいと考えています。

その一つとして、床下の防湿工事を予定しておりますが、町内の対象住宅を修繕するにはかな

りの工事費も必要といたします。そこで、どの程度効果があるか確認するために、平成２７年度

に湿気対策のテスト修繕を行う予定にしております。その効果が確認されれば、年次的に工事を
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発注することになり、植田議員の質問にもある、地元業者への仕事づくりにつながるものと考え

ます。その他、日常的な軽微な修繕などはその都度行っており、蛇口や換気扇の修理など、平成

２６年度には町内の公営住宅の部分修繕で５６件、１２４万０００円を支出しています。これ

らはいずれも地元の業者に発注しております。

また、町営住宅の修繕以外でも、１０万円以上３０万円未満の工事に関しましては、南部町小

規模修繕工事等事務取扱要綱に基づき、南部町商工会から地元の業者をあっせんしていただくこ

ととし、小規模事業者の方々への仕事の受注機会の拡大と地域経済の活性化につながるように取

り組んでおり、地元業者の仕事づくりにつなげているところでございます。

次に、農業振興策を問うということであります。ＴＰＰの即時撤退を国に要求すべし、所見を

伺うとの質問でございますが、昨年の１２月議会におきまして御質問にお答えさせていただいて

おりますが、現段階においては全国町村会で、交渉に当たっては拙速に進めることなく、我が国

の国益を損なうことのないように毅然として対応するとともに、十分な情報開示と説明責任を果

たすことと、とりわけ農林水産分野の重要５品目などの聖域の確保については、国会における決

議などを踏まえ、国民との約束を守るよう万全を期すことと決議をし、関係機関などに申し入れ

をしてるところであります。

次に農協中央会の一般社団法人化などの法案を撤回すべきではないかということでございます。

現在の農協の体制の中で、農協中央会は地方農協に対し監査権限を初め、行政庁から付与された

非常に強い権限を有しております。このことは、地方農協の事業展開に対する一律的な事前指導

という形であらわれ、地域の組合員のニーズや経営課題に対応した事業展開が実施しにくい状況、

いわばＪＡが組合員の方向を向いていない状況を生み出してきたと言われております。今回の法

案では、行政付与による権限の見直しを図り、地方農協サイドの自主的な活動に対する相談の支

援や調整機関としての役割を果たすという、本来の中央会のあり方を問い直すというものであり、

地方の農協が組合員のニーズに合った創意工夫ある事業展開を実施できることで、地域農業にと

っても一定の効果をもたらし得るものと言われており、加えて当の全中が受け入れを表明されて

いる現状から、国に対して申し上げることではないと思っております。

次に、生産者米価の暴落についてということでございます。昨年１２月議会におきまして御質

問にお答えさせていただいておりますが、価格保障について、市場価格は農産物に限らず、基本

的に需要と供給のバランスによって決定されるものであることから、重要動向を無視して生産供

給が過剰になれば、当然に値崩れが起きてまいります。厳しい財政状況にあって、高齢化ととも

に年々に米離れが進み、消費が減退する中にあって、米価の価格保障を行うということは財政的
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にも行き詰まりは目に見えたものであり、国民的な合意も得られないと思います。

農業再生協議会では、少しでも需給バランスの改善を図るため、引き続き平成２７年度も経営

所得安定対策の戦略作物助成の対象作物として飼料用米の栽培を取り組んでいただくことを奨励

しております。交付金が単位当たり収量に伴ってスライドする方式になりますが、１０アール当

たり ５万円から１０万０００円の助成を行うことにしております。また、反収の増加や良質

米を栽培するために水田の地力増進を図ることが求められております。稲わらと堆肥の相互供給

など、耕畜連携に対しても、１０アール当たり ３万円の助成を行うこととしていますので、あ

わせて御検討いただきたいと思います。

次に、ミニマムアクセス米の輸入をやめるべきということでございます。ミニマムアクセス米

は、１９９３年、ガット⋞ウルグアイ⋞ラウンド農業合意に基づき、毎年輸入されております。

近年は、輸入量７７万トンのうち、１０％程度が食用米として国内に流通し、残りは加工用や飼

料米、海外への食糧援助に振り向けられております。このミニマムアクセス米は、国内での米の

生産量にかかわらず、一定量が輸入されていることから、少なからず米の需給に影響を与えてい

ます。しかしながら、我が国は貿易国家であり、この国際的な合意に関してはＷＴＯ協定のさま

ざまなルールに留意する必要があり、この国際的な約束をほごにして、ＷＴＯに提訴されて、ル

ール違反が認定されれば、さまざまな面に影響を及ぼすことは必至であります。これらのことを

総合的に鑑みますと、現在のミニマムアクセス米の輸入については、国際社会の重要な位置づけ

にある我が国としてはいたし方がないと考えております。

次に、転作作物に町の上乗せ助成についてでございます。先ほど飼料用米について少しお話し

させていただきましたが、現在でも国からの配分枠を活用し、戦略的に上乗せを行っております。

例えば、現在、ＪＡ鳥取西部が栽培面積の拡大及び販売に力を入れております白ネギ、ブロッコ

リーに関しましては１０アール当たり３万０００円の助成が行われるよう配分しており、その

他の野菜関係につきましても１０アール当たり１万０００円の助成が行えるようになっており

ます。これらは、国の配分をもとに、その年の作付予定などを考慮して、農業再生協議会で金額

等を決定しております。町単独での上乗せ助成ということでありますが、転作に係る交付金が現

在のところ平成２９年までとなっており、今後の制度設計が見通せない状況がありますので、現

段階での上乗せ助成は考えておりません。しかしながら、近年の米消費量の減退に伴う米価の低

迷や主食用米作付面積の減少が進んでおり、その対策は急務であると考えております。今後の本

町農業を考えるに当たり、一部担い手農家に農地を集積する体制のみでは特に中山間地域におい

て水田農業を守ることが困難になっています。人口の高齢化や平野部に比べて不利な耕作地条件
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などから水田農業の後継者や中心的担い手が育ってきていません。このため、中山間地域等直接

支払推進事業や多面的機能支払交付金事業を活用した、集落全体で農地を守る体制づくりを進め

て、集落全体で水田農業をサポートする体制づくりを構築していく必要があると考えます。その

ためにも、地域の農地、農業のあり方について、また地域の将来像やその実現を図る具体的な取

り組み、住民参加のあり方について、集落全体でしっかり話し合っていただきたいと考えます。

こうした人、農地問題の解決を図るための話し合いを推進すべく、町でも説明会の実施や集落座

談会への参加を通じ、支援策を講じていきたいと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君の再質問を許します。

植田均君。

○議員（５番 植田 均君） まず、中小零細業者対策につきまして再質問をいたしますが、ま

ず、小規模企業振興基本法の趣旨を実現するための予算については、２７年度の予算で増額がさ

れたということですけれども、これは新しい法に基づく施策でありまして、これが本当に実効あ

るものになるかどうかというのは非常に難しい問題を含んでおります。それは、町のこれまでと

ってきた施策の進捗の仕方から考えて、そこのあたりをまず検証してみる必要があると思うんで

すね。このたび、町のまちづくり計画が５年延長のために今回書き直されましたね。私はこのま

ちづくり計画にある商工業といいますか、地元の中小業者施策の中で、合併後制定されました総

合計画、これが平成１８年３月３１日に制定されています。今回、まちづくり計画が５年延長さ

れたもののもとというのは合併協議会、平成１６年の２月につくられたものが下敷きになってお

りますが、私は、町が合併後、１８年度を起点として、１０年間の総合計画を立てた、これが南

部町が住民参加でつくった総合計画として一番内容のあるものだと思って、そこを一つ基準にし

ながら、この商工業の振興ということで、これが実際計画したものがどのように実行されてきた

のかということをお尋ねしたいと思います。

その中で、いろいろ書いてあるんですけども、問題意識としては観光とかいろんなことが書い

てあるんですけど、私は地元の商工業者、地域で頑張っている地場の商工業者ということに視点

を当てて、そういうところに対する町の振興の考え方がどう実行されてきたのかということをお

尋ねしたいと思うんですが、一つはこのように書いてあります。町内各企業との定期的な懇談会

の開催や実態調査を行いながら、各企業の抱える問題や要望などの実態把握と的確な対応に努め

ます。続けまして、地元商店や企業の発展については、地域住民の生活と密着した利用しやすい

商店づくり、親しみやすい企業を目指します。また、商工会と商店主との連携を強めて、交通手

段を持たない高齢者や子供たちへの利便性やにぎわいの拠点とし、町内で買い物をするよう意識
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改革を進めて、地域振興の協力を求めます。続きまして、商店や商店街の果たす役割や必要性を

確認し合いながら、商店と地元商店で守り育てる運動を展開して、商工会組織の強化拡充に努め

ます。ずっと続くわけですけれども、こういうことが書かれておりまして、今回新たにそれを引

き継いでいるような内容にもなっておりますが、この平成１８年、１６年でもいいんですけども、

こういう施策の方向づけがされてきたことが実際どういう努力がされて、それがどうだったのか

ということをきちんと見ておく必要があると思うんですが、その点、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。詳細な資料がない中でございますけれども、私

の答えられる範疇でお答えしたいと思います。

まず、これまでの中で、町内との企業の懇談会、企業懇談会と呼んでおりますけども、これは

毎年開催いたしまして、企業の実情や問題点等について常に、町長を先頭に関係課長も含めて話

し合っておりまして、非常にこれは誘致企業を中心に好評をいただいております。

商工会の地場産業につきましては、５年間だったと思いますけども、リーマンショック以来の

プレミアム商品券をあえて続けてまいりました。その続きとして、またことし２０％のプレミア

がつくのですけれども、これにつきましても商工会、非常に、その前、以前に比べれば非常に手

厚くしていただいてるというお声を私も役員として聞いております。

さらに、商工会ですけれども、ここ数年、加盟団体が増加傾向にあります。ただし、跡取りさ

んというんですか、その次の次世代を担っていただく若い皆さんが次の商工会になっていただく

人たちを育てていく、または新たに町内で起業していただくというところが少し手薄いというこ

との課題を抱えております。これを特に今回の地方創生を含めまして、昨年から始めた補助金も

ございます。外から入っていただく方、また商工会にも言ってますけれども、地域の中で自分の

２代目、３代目がその商売を担っていくんであれば、それは町としても支援いたしますよという

話もしております。いろいろな取り組みを深めながら、地域の中の地場産業というものを推進し

ていく、これは一定の成果も上がっていますし、認めていただいてるというぐあいに私は思って

おります。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 私は、そこのあたりが本当に十分なのかということを、きのうの

質疑の中で町長にお尋ねしました。産業振興で活気みなぎるまちづくり、これを町長は掲げてお

られるんですが、これについて、どのように成果を見ておられるかと質問いたしました。そした

ら、必ずしも十分だとは思っていない、私はそっちのほうが正しいんだろうと思うんですよ。そ
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ういう現状認識の中で、何が今後大事なのかということをもう少しきちんと考えていく必要があ

ると思います。

今回の地方創生の国の施策の中で、私はいろんな問題があると思っています。先ほど壇上の質

問でも言いましたけれども、藤田鳥取大学教授の指摘というのは非常に的を得たもんだと私は思

っておりまして、国が選択と集中という考え方の中で拠点をつくって、そこに集中的に資本を投

下すると、財源を投下するというようなことが仮に南部町でもやられたとしますと、それが周辺

地域の衰退を最初の段階ではつくって、やがては中心も衰退していく、これがなぜそういうこと

をおっしゃるのかといいますと、過去にそういう経験をしているわけです。国の進める観光事業

を全国的に進めた時期がありましたね。そのことによって、大きな事業をいろんなところでやっ

てきた。それがいろんなところで失敗をした。そして、もう一つ具体的な例でいいますと、市町

村合併が、先ほど言いましたけれども、合併した自治体が全体を見渡すと元気がない、合併しな

かった町村のほうが元気があると、こういうことをいろんな調査をされた藤田先生が見ておられ

るわけですね。そういうことを考えたときに、どれだけ施策を進める上で、そこに住んでいる、

ここで言えば業者の方々が中心に、主人公になって施策を展開する中心になるということがどん

だけ大事かということを言いたいわけです。

それで、今回の小規模企業の振興基本法には、一番中心になる業者なんですけども、そこを支

援する考え方としては、商工会、商工会議所が支援をすると。それで、それに対して関係機関と

いうのがありますね。その関係機関は市町村であり都道府県であり大学であったり農協であった

り、こういうものが一緒になって、先ほど言いましたけれども、今回の伴走型の体制をつくりな

がら徹底的に支援するんだと、こういうことを法律の概要の中でも言っているわけですね。予算

をつけたわけですから、それを徹底的に支援する。ここんところが今まで商工会が頑張っとうな

あけん、側面的に支援すればいいじゃないかというようなことでは済まないと私は思ってるんで

すけども、そういう立場でいかがですか。予算はある程度、国の予算は確保されています。それ

をこれまでの成果があったとおっしゃいますが、その上に立って徹底的に支援すると、こういう

ことを本気でやっていただけるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。このたびの小規模企業振興基本法

につきまして、関係機関が連携して徹底的にということで、そのあたりの体制といいますか、御

質問かと思いますけれども、この法律に基づきまして国のほうが基本計画を定めておりまして、

来年度の予算の中で、商工会議所が中心になって小規模事業者の事業計画を作成をして、その実
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行支援をするという枠組みになっております。それに対して予算が執行されるということで、商

工会のほうでそういった計画をつくられて、そこで町の役割なり大学、農協の役割といったよう

なものも盛り込まれるかもしれませんけれども、そういう計画の中で、町としてできることを支

援をしていきたいというふうに考えております。今年度から実施しております起業家支援、これ

も商工会と一緒になって取り組んでおるところですけれども、そういった取り組みが恐らく町に

は求められるのかと思いますので、そのあたりを町としてもしっかり取り組んでいきたいという

ふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君。

○議員（５番 植田 均君） ちょっと時間が押してしまいまして、先に進みます。

住宅リフォーム助成事業につきましては、これまでの答弁から一歩も出ませんでしたけれども、

私は、全国で６２８自治体がこの施策の有効性を認めて創設しているわけですね。私は、答弁要

りませんけども、今やってる、例えば町産材を使う施策だとかプレミアム商品券だとか、こうい

うことを言って、これがあるのでということをおっしゃるんですけれども、なぜかたくなに拒否

されるのか、それがよくわからないんですよ。この施策の有効性は、プレミアム商品券というの

は１万円で２割のプレミアムがあっても、それしか経済効果はないわけですよ。この住宅リフォ

ーム助成制度は事業費の３割、仮に補助したら、３倍強の波及効果があるわけですね。そういう

ことをなぜ検討しないのか、私は強く求めて、次に行きます。

それから、まちなか商店リニューアル助成も、言ってみれば、町長の答弁は自助努力が最初だ

ということをおっしゃるわけですけど、私はいきなりこれを導入せよという質問はしてません。

検討したらどうかという質問したわけですけれども、いろんな可能性を追求する、そういう姿勢

がなければ中小零細業者の振興は難しいと思います。今の地域経済というのは本当に、今の安倍

政権が進める、格差を広げる、強者だけが生き残るような政策の中で、地方の零細業者はどんど

んどんどん苦しい状況に追い込まれているわけですね。そういう基本的な認識のもとでいろんな

政策を研究して、可能なところからやっていくということを積極的に考えなければ、地元の業者

は苦しみ続けることになるということを指摘しておきます。

それから、町営住宅は……（「時間がないけん、頑張れ」と呼ぶ者あり）はい。建てかえも含

めて考える、それから修繕もやるということなので、今後その動向を注視していきます。

次に、ＴＰＰですけれども、これを明確に国に要求するということでは、町長はなかったわけ

ですが、重要５品目を守る、それから国益を守る、拙速な対応をしないということと情報提供、

情報交換、これは本当にそういう決議が出てるわけですけれども、一歩進めて、もうここまで来
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ますと、５月の妥結とか言っておりますよね。そういう、何というか、悠長なことを言っている

状況ではなくて、国はもう前のめりで行こうとしてるんですよ。こういう中で、私はきちんとし

た態度表明をする必要があるということを指摘しておきます。

それから、全国農協中央会の一般社団法人化ですけれども、これは、町長は全中が地方の農協

の活動を阻害しているようなことを、そういう認識だったように思いますけれども、一つ紹介し

ておきますが……。

○議長（秦 伊知郎君） 植田議員、時間がありませんので、それぐらいに……。

○議員（５番 植田 均君） はい。ＪＡ島根中央会の萬代宣雄会長の少し見解を紹介しておき

ます。今度の農協改革は農協を弱体化させたいという狙いがまずあって、いろんな理屈を後から

つけていると思います。全国農業協同組合中央会、全中の監査問題一つとっても、全中の監査権

をなくすと農家の所得がふえると言いますが、なぜそうなるか、さっぱりわかりません。私は単

位農協であるＪＡいずもの組合長を７年間やりましたが、全中の指導が邪魔だと思ったことは一

度もありません。例えば……。

○議長（秦 伊知郎君） 植田議員、時間が来ました。質問するなら、再度質問よろしくお願いし

ます。

○議員（５番 植田 均君） 質問はいいですけれども、しませんが、私は、このような農協改

革は農家の要求ではないと、断じてこれは国に撤回を求めるべきだということを主張しまして、

質問終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁要りませんか。

○議員（５番 植田 均君） はい、要りません。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、５番、植田均君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、４番、板井隆君の質問を許します。

板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ４番、板井隆です。議長よりお許しをいただきましたので、通告

しております企業支援施策で地方創生について質問をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

先月２月１０日の臨時議会で、地方創生に向けた一般会計補正予算が上程されまして、賛成多

数で可決されました。まち⋞ひと⋞しごと⋞創生法の第一弾として、地域の消費の喚起など、景

気の脆弱な部分にスピード感を持って、的を絞った対応をすること、消費喚起⋞生活支援型交付
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金事業で、今までもう何回も議員、また町長のほうからも出ておりますが、南部町ではプレミア

ム商品券の発行事業が総額で１億円で２０％の補助という、今までかつてない支援がされており

ます。また、あわせて生活保護世帯、非課税世帯に２缶分の灯油券を配付する事業で、合わせま

して合計８００万円、さらに地方総合戦略の策定を支援し、仕事、人の好循環の確立を目的と

した地方創生先行型交付金事業、この事業で１００人委員会の設置をし、町民の声を反映した地

方創生総合戦略策定事業、また、観光の振興事業、高齢者の方の居場所整備事業、子育て支援事

業など、１０事業で総額６２４万０００円の補正が１４カ月予算として組まれ、可決をして

おります。

そんな中、私たち議会は、昨年度から地元企業の訪問を行っております。初日に議長より諸般

の報告でありましたが、今年度は天萬にあります株式会社細田企画、とっとり花回廊にあります

南部⋞伯耆地域振興株式会社特産センター野の花、そして、原の工業団地内にありますＮＯＫ株

式会社と鳥取ビブラコースティックに訪問いたしました。事業所の皆様には、貴重な時間を割い

て事業の内容や、また現状を説明していただき、さらに職場の視察も含めて案内をいただきまし

た。それぞれがＰＤＣＡメカニズムのもと、企業努力で特色ある企業を目指し、育てておられる

ことを実感しました。

しかしながら、その後の職員からの質問で、それぞれの悩みや問題もあり、冒頭にも述べまし

た、まち⋞ひと⋞しごと総合戦略では、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立する

とともに、その好循環を支える町に活気を取り戻すとあります。行政としても支援策があるので

はと思い、以下の点について質問をさせていただきます。

１つ目、仕事の創生。若い世代が安心して働けるやりがいのある仕事の取り組みについてです。

ものづくりを原点とした企業で、若者の就職について特殊技能を要するため、研修期間について

の支援などがないかというような話がありました。また、この企業では、田畑を荒らす鳥獣、特

にイノシシなどの防除をするイノガードを製品開発し、商品化に至っておりました。南部町にも

イノシシほか鳥獣被害が多く発生しております。現在もメッシュワイヤーによる鳥獣防除に補助

を行っているが、地元の企業の製品利用に対し、同様の補助対象品として対応ができないか、お

伺いをいたします。

次に、特産センター野の花は、平成１１年、とっとり花回廊開園と同時に地域の特産品の売店

として運営されてきております。しかし、花回廊の入り込み客減少に伴い、野の花の実績も右肩

下がりになっております。このたび商工会より経営の活性化について指導を受け、経営改善に社

員一丸となって取り組んでおられることの説明を受けました。その中で、開店後、１６年が過ぎ
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る施設の老朽化が進み、また、地震等の影響もあり、店内のレイアウトの変更では特色ある仕組

みづくりが困難であるとの説明がありました。そこで、出資者である南部町と伯耆町で、建てか

えなどを含めた検討はできないのか、お伺いをいたします。

次に、２番目として、人の創生について。地域の新しい人の流れをつくるため、若者の地方で

就労を促すとともに、地方への移住⋞定着を促進する、そして安心して結婚⋞出産⋞子育てがで

きるよう、切れ目のない支援を実現する点からお伺いをいたします。

先日、２月の３日に新聞報道でもあった南部町誘致企業との工場拡充の協定が結ばれました。

内容は、施策設備を充実し、生産子会社の製造ラインの増設、あわせて新規採用を実施する協定

でありました。訪問の際の説明で親会社事業部では、専門性の高い分野で、社員の採用は本社で

採用する、近年の景気の上向きから全国から事業部にも社員の入社が多くなってきておるという

ことでした。現在、町内で３０歳までは生活ができる寮が完備されておるようですが、それ以降

は各自で住居生活をすると。その大半の方が米子市から通っており、南部町でも適した場所、ま

た定住する施設があれば若い方の定住施策にもつながるというようなことで、そういったような

ことができないかというような意見もいただいております。そこで、南部町内に若者が住みたく

なるような居場所づくりの施策がないかをお伺いいたします。

さらに、生産子会社の社員は現在、４３５名、社員の平均年齢が３６歳であると聞いておりま

す。このたびの増設によって、さらに約６０人の雇用が計画されてるということも説明を受けま

した。若い従業員が多くいる会社での南部町の印象は、米子に近く、不便はないが、魅力も少な

いという印象があるということです。若い人材が多い職場に南部町の魅力を発信し、結婚⋞子育

て支援の充実で定住が促進すれば、人口の増加にもつながる施策の対応ができないか、また、実

際してるんですが、もう少し社員の方にも魅力を伝えるような方法がないか、お伺いをいたしま

す。

以上の質問の点から、町内企業はそれぞれの立場でさまざまな問題解決を望んでおられました。

そこで、町内企業、事業所などで悩みや問題を共有して、町でできる施策を対応し、提案するこ

とで、仕事と人の好循環を支え、安心して暮らせるような特色ある町の集約のため、専属の職員

配置ができないか、あわせてお伺いをいたし、以上、壇上からの質問とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 板井議員の御質問にお答えをしてまいります。

企業支援施策で地方創生をという趣旨の御質問をいただきました。地方創生の取り組みに関し

ては、国の総合戦略で、地方に仕事が人を呼び、仕事が人を呼び込む好循環を確立することとさ
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れており、仕事の創生、つまり雇用の創出ということが大変重要なテーマとなっております。皆

さん、既に御存じかと思いますが、町内の誘致企業でありますＮＯＫ株式会社及び鳥取ビブラコ

ースティック株式会社では、ことし２月２日に鳥取県及び南部町と協定書を結び、約６０名の雇

用を確保することになっております。また、鳥取グリコ株式会社においても、昨年１２月より約

１５人の正職員の募集を行っていらっしゃいます。こうした状況を追い風に、地方創生の取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

さて、ものづくり企業の特殊技能の取得のための研修に支援をという御質問でございます。御

承知のとおり、南部町に進出した企業は製造業がほとんどであり、ものづくりを原点とした企業

でございます。各企業とも、一定の資格や技能を持つ優秀な人材確保が命題となっております。

鳥取県では、従業員の職業能力の開発及び向上を促進するために、職業訓練に係る経費を支援す

る施策がありますし、高等学校等の新規卒業者や離職者、障がい者、在職者を対象とした、各専

門分野の知識、技術を習得するための職業訓練等を県立産業人材育成センターで行っております。

このように、採用前から就職後までさまざまな支援を行っております。また、厚生労働省鳥取労

働局においても、雇用や従業員の能力向上など、さまざまな支援策があります。まずはそれらを

御活用いただきたいと思います。また、これらの情報は、毎年開催する、町内誘致企業各社が組

織する企業懇談会の場で情報提供していますし、意見を聞いて、できるだけ対応してまいりたい

と思います。

次に、町内企業が製品化したイノガードを補助対象として対応できんかという質問でございま

す。本製品は、平成２３年に町内企業が開発、発売され、町に対して御紹介をいただいておりま

す。現在、有害鳥獣進入防止柵に対する支援につきましては、４月に申込書を配布し、希望され

る方から資材の種類及び数量を取りまとめ、町で一括発注し、補助金部分を差し引いた金額を御

負担いただいております。イノガードは溶接亜鉛メッキ鋼板を網状に加工した製品で、軽量でさ

びにくいという特徴があり、広範囲の農地を防除することに適している商品であると判断しまし

た。時期的に御紹介いただきました年度の申込書には記載しておりませんでしたが、２戸以上の

農家で設置を希望される方に対し、個別に商品を紹介いただきました。しかし、当該製品の設置

希望がなく、補助対象製品として設置された実績はございませんでした。ワイヤーメッシュ以外

にも進入防止柵としてさまざまな製品が開発されており、軽量でさびにくい特徴がある本製品の

ような防護資材を希望される方がいらっしゃるのではないかと考え、改めて本製品が県補助金の

対象となるかどうか、県に確認したところ、対象となることが確認できましたので、補助対象品

として導入し、農家の皆様の選択肢をふやしていきたいと考えます。
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次に、特産センター野の花の建てかえについてでございます。特産センター野の花についてで

すが、指定管理者である南部⋞伯耆地域振興株式会社の職員の交代に伴い、職員が一丸となって

前向きな取り組みを行っており、売り上げを飛躍的に伸ばしておられます。例えば、昨年１１月

からことし１月に開催されていましたとっとり花回廊のイルミネーション期間中の冬の屋台村へ

出展を行い、平成２６年１２月については前年同月比１４ ５％の増収、翌１月は前年同月比３

５ １％の増収実績を上げておられます。また、野の花の存立基盤であるとっとり花回廊の同期

間中の入り込み客数についても前年の同時期と比べ約２倍にふえており、お互いによりよい相乗

効果を発揮しているところです。

現在の支援策としましては、商工会が行う専門家派遣の制度を活用され、南部町と伯耆町の両

町の職員も協力して、店舗内のレイアウトの改善やメニュー内容の検討などを行っており、まず

はソフト面から経営改善の支援を実施しているところでございます。当面、建物の建てかえにつ

いては考えておりません。今後は、商工会が主体となって支援を行う補助事業の活用も検討され

ており、経営計画の作成やフォローアップにつきましては、商工会とともに南部町、伯耆町も継

続して支援をしていく所存でございます。

次に、誘致企業の米子市からの通勤者に住みたくなるような居場所づくりができないかと、こ

ういうことでございます。御質問にありましたとおり、ＮＯＫ株式会社や鳥取ビブラコースティ

ック株式会社においては、今後も職員数の増加が見込まれます。時折の企業訪問時にも話題に上

りますが、南部町内に賃貸で格安に住めるものがあれば住んでもよいといった若者のお話を伺う

ことがございます。現状、南部町の賃貸物件は依然として少ない状況でありますし、米子市内の

賃貸物件の賃料と南部町内のそれの賃料との差はほとんどない状況であります。逆に言えば、住

んでみたくなる条件を整備すれば町内に住んでいただけるのではないかと思います。

そうした観点から、今議会に定住促進対策として３点の住宅対策を新たに提案させていただい

ております。

１点目は、賃貸住宅を新たに建築していただく方への建設費の補助です。民間賃貸住宅のほと

んどは、土地の所有者が賃貸住宅を建てるための資金を調達し、建設事業者が土地、建物を整備

し、管理業務を管理会社に委託するといったものであります。したがって、建設費の一部を補助

することで、民間活力にて土地活用を促したいと考えております。

２点目は、民間宅地開発の支援です。宅地開発というと大規模なものを想像されますが、２区

画以上の小規模なものも対象とします。これにより集落内に小規模なものを造成していただくこ

とにより、新しい風を該当集落に吹き込むことができますし、一方、宅地造成事業者への経費を
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補助することで、事業採算も見通すことができ、住宅新築への機運を高めたいと思います。

３点目は、民間の賃貸住宅や寮への入居者への家賃補助です。これは、入居時の一時金として

家賃１カ月分を補助するとともに、毎月の家賃も家賃の多寡に応じて月１万０００円を上限に

２年間補助するものです。これにより、近隣市町村より安い賃料とし、移住⋞定住を促進したい

と思います。

加えて、空き家一括借り上げ事業や三世代同居等支援事業などの住宅対策にも引き続き取り組

んでまいります。

次に、行政と町内企業との問題解決や町でできる施策を対応する専属の職員配置についてでご

ざいます。現在、誘致企業の担当は企画政策課であり、企業訪問を行ったり、企業からワンスト

ップの相談窓口を設けて対応しております。担当１人で施策の検討や問題解決を行っているわけ

ではなく、組織としてしっかり対応しているところでございます。専属の職員ということになる

と、年間を通した業務量を確保できるのかといった問題もあることから、現行の組織体制でしっ

かりと企業とコミュニケーションをとれる体制をとっていきたいと考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君の再質問を許します。

板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 御答弁ありがとうございました。

そうしますと、順次再質問をさせていただければと思います。

２月の補正のときにいただきました資料の中で、まち⋞ひと⋞しごと創生長期ビジョンと総合

戦略の全体像というのを資料をいただいておりまして、その中からまず１つ、聞いてみたいと思

うんですけれど、総合戦略の中に長期ビジョンとあるんですが、特に総合戦略の中の主な施策の

中の一番最初の右手のほうの４本柱っていうんですか、その中のうちの地方への人材育成、雇用

の対策ということなんですけれど、その中で、目標として５年後に対応、どういった形での雇用

創生をしておくかっていうことなんですが、この辺については、先ほど町長のほうからの答弁も

ありました優良企業ですけれど、そういった形でどんどんふえていくと、可能性が出てくる。ま

た、このたびの補正でもありました、法人税も非常に高くなってきてる、景気の好循環というも

のがあるんではないかなと思うんですが、ある一議員の中では、なかなか好循環がないというよ

うなこともあるんですが、その点から、町長は今、南部町における町内の状況というものをどう

いうふうに判断し、今後の見通しをどういうふうに思っておられるのか、お聞きできればと思い

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。
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○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。アベノミクスと言われて、大規模な金融緩和や規制

緩和だとか、さまざまなことをやっていくんだということで取り組まれております。従来は、ど

うしても中央が中心で、地方にはなかなかその恩恵といいましょうか、余波が回ってこないとい

うような、実際そうだったと思います。そういう声がありましたし、そのような状況だったとい

うように思うわけですが、ここに来て、少しずつその効果というものがめぐってきたのではない

かなと、このように思っております。

先ほど申し上げましたように、グリコさんも正職員を１５名程度採用するということで活動さ

れておりますし、どんどん生産しておるということでございます。それから、長い間、御心配か

けておりました阿賀の商業施設については、ことしの秋から商売ができるように早速準備に取り

かかるということで報告を受けております。それから、２月２日には、先ほど言いましたように、

ＮＯＫとビブラコースティックが約６０名の雇用、設備投資を行って、そういうことをやってい

くということであります。それから、きょうは、後ほど詳しく申し上げたいなと思うわけですけ

れども、やはりこのＮＯＫと鳥取ビブラコースティックのほうからお越しいただきまして、２月

の投資とはまた別に、さらに大規模な投資をさせていただきたいというお話がございます。桁の

ちょっと違う話でありまして、非常に喜んだわけです。そのお話の中に、非常に収益を出してお

ると、本社が物すごい、かつてないほどの大きな収益を上げておるというようなことをおっしゃ

いましたので、やっぱりそういう本社の業績が非常に好転してるということにおいて、南部町の

ほうにもそういうお話が回ってきたというぐあいに受けとめさせていただきました。したがいま

して、今、どのような状況かと認識しておるかということですけれども、そういう地方創生とい

う一つのフレーズに乗って、地方をもう一度元気を出させるチャンスが訪れておると、これをや

っぱりきちんと受けとめていくことが大事ではないかなと、このように思っているところです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。

本当に南部町は将来が非常に明るいなというところが感じとれて、町長、大変ですけれど、そ

ういったところでどんどん情報を提供してもらって、できればやはり町民の方が就職ができたり

とかできればいいと思いますんで、そういったところにもまた御努力いただければと思います。

その一つの中で、このたび２月の補正でありました、午前中、三鴨議員のほうからも話があり

ました、ハローワークのこちらのほうの町のほうに新設といいますか、そういった情報提供がで

きる場所をということで話がありました。三鴨議員のほうからは職員の体制についてだったんで

すけれど、私は、それとあと仕事の内容ですね、どういったことを対応をされるのか、事業説明
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書を見れば今年度の事業の内容とかある程度計画とかがあるんですが、私らはこうやって資料が

あるんですが、どういったような仕事を計画をしているのかというところをちょっと教えていた

だければと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。２月臨時議会で可決をいただきま

した地域仕事支援事業の中身として、そのセンターの機能としてどういった仕事の内容を想定し

ておるのかという御質問ですけれども、まず、大きく２つあると思うんですけど、１つは仕事の

創出、地方創生の大きなテーマでございますけれども、仕事を創出して、あっせんをするという

ことが１つあります。町内企業の求人を開拓をしたり、あるいは中山間地域ならではの仕事、こ

れを創出するという、そういう仕事をつくることと、それを町民の皆さんにあっせんをして、マ

ッチングをしていくということが１つあろうかと思います。

それと、もう一つは、外の、移住者向けの施策ということで、移住者向けに移住のための情報

を、例えば住宅の情報ですとか教育、医療、福祉の情報ですとか、そういった情報をパッケージ

化して、きちんと外に向かって発信をして、移住者に提供していくと。あわせて、住むためには

仕事と住宅っていうことが非常に大事になってまいりますので、空き家等を初めとしまして、住

宅の確保にも当たっていただきまして、そういうことをセットで受け皿を整備をしまして、移住

を進めていくという、大きくこの２つの機能を持つことを想定をしているところでございます。

以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ちょっとやっぱり少し仕事として足りないんじゃないかなと思う

んです。先ほど町長が答弁のところで、研修制度とか、そういった制度があるんだという、そう

いったことを活用してくれということを答弁されたわけなんですけど、やはりそういったところ

もせっかくできるわけですから、情報は企業懇談会とかで話してるって言われましたけど、１年

に１回か２回の、そのあったときですよね。そういったものが常に情報が提供できるような、そ

ういったのをするのが多分今回、新しくできるところ、この事業じゃないかなというふうに思い

ますし、それから、町民の方が就職あっせんとか含めて来られるということですけれど、この事

務所はどの辺に構えて、どういった体制、体制は、済みません、もう聞きましたんで、場所はど

こに構えようという考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。今、別の場所を考えることは想定しており
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ません。あくまで企画政策課の中でつくりたいと思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 今はホームページとかそんなんで自分で就職を探したりはできる

んですが、相談ということになれば、町民の人もやっぱりもうちょっと行きやすい場所というも

のも私は考えてもらったほうがいいんじゃないかなと思います。確かに米子の駅前とか、近いと

こにはあるのはあるんですけど、場合によってはそこまでの交通手段もない方でもあるかもしれ

ません。そういったことを考えれば、やはり場所というものは役場の中では、こんなこと言った

ら悪いですけど、町民の方はなかなか来にくいと、相談もしにくいんじゃないかなと思うんです

が、そういった考えは、総務課長、ないんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。今、板井議員がおっしゃったよう

に、行きやすい場所っていうことも将来的には検討しなければいけないとは思うんですけれども、

当面、ハローワーク的な機能ばかりではなくて、Ｉターンとかの促進っていうようなこともござ

いますので、役場の各課との連携っていうことも非常に重要になってまいりますので、そういう

連携がとりやすいところということで、当面、役場の中という想定でおるところでございます。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） わかりました。とりあえずそこはその部分でいいかもしれません

が、ただ、こういった意見があるんだということだけはしっかりと認識をしておいていただいて、

町民の方が相談しやすい、行きやすい場所、やっぱりそれを考えていただいたほうが、せっかく

こういったいい事業ができるわけですので、それを町民の方にフルに活用していただけるような、

そういった方策をしてほしい。

それと、もう一つは、私の質問にあった、町長も言われました、南部町の誘致企業はものづく

り企業が多い。その中では、若い方を採用して育てたいんだけど、育てるまでにやめてしまった

りとか、なかなかそこまでの経費を費やすだけの余裕がないと。そういった研修制度に補助など

があればありがたいなと。企画が担当がいて、そういうふうに企業との、事業所との連絡もつい

てあるって答弁がありましたけど、そういったことが質問が出てくること自体が私はちゃんとし

た、町からそういった発信がしてないんじゃないかというふうに思うんですが、その点はどうで

しょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

－５４－



○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。企業の人材育成についての御質問

ですけれども、町長が申しましたように、県ですとか国、鳥取労働局のほうにいろんな研修メニ

ューはあるわけでございますけれども、それのＰＲももちろんするわけですけれども、それに足

りない部分は企業懇談会等、そういう機会を通じまして企業の具体的な要望等も踏まえまして、

町でできる支援策というものを検討していきたいと思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 結局、よくちょっと答弁が私にとっては理解ができないというと

ころがまずあります。やっぱりせっかくこういった新しいハローワーク体制が町でできる。正職

員と臨時職員で３人の職員ができる。やっぱりそういったところにもこの職員の人が携わってい

く、そういったことの考え方ってできないんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。議員のおっしゃることもよくわかります。ハロ

ーワークに今、勉強に行かせてる職員の情報によりますと、昨年が非常に製造業の雇用の場が急

速にふえているそうです。しかし、一方で、片方では事務職を求める人とのミスマッチで、製造

業になかなか人が就労の場を向いてくれないっていう、そういうミスマッチが起きてるというこ

とも聞いております。多分、業者の経営者側からいえば、非常に今、景気が少しよくなって、そ

ういう製造業に対しての従業員を求めたいんだけれども、求めてもなかなか人が来てくれない、

または来た後の支援というものがどういうところにあるのかがよくわからないということが現実

の問題として起きてるんじゃないかなということを今、お聞きしながら感じました。ぜひ、そう

いうこれまでの延長線ではなくて、今起こってる状況についての支援というものも、企業に対す

る重大な支援でございますので、１年に１度とはいわずに、今、議員がおっしゃるように、今度

新しくつくる部署でそういうことも解決できるような道を探っていきたいと思います。

ただ、先ほどの中で、ハローワークはあっせん業でございますけれども、就労のあっせんとい

うことはなかなかいろいろな規制があるようでございまして、あくまでも住民の皆さんへの就労

の支援であったり、そういうような形態になろうと思います。町内である雇用については、町内

の皆さんにできるだけそういうところでお勤めいただきたいという思いでおりますので、御理解

いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 私は、ハローワークの事業内容というか、ホームページで調べて

いて、それがそのまま、町が今度新しくつくるものがそこまで機能のものができるかどうかって
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いうのはちょっとわかりませんけれど、その中で、やっぱり求職の手続、雇用保険の手続、その

他サービスの中に、就職、仕事に関する情報提供、就職に必要な資格、試験、職業訓練コースな

どの情報提供というところがあるんですよね。そこまで今、今度できる事業で対応ができるかど

うかわからないんですけど、やはりそういったところまできめ細やかなサービスが対応できるよ

うな、そういった事業にしてほしいなということをお願いをしておきたいというふうに思います。

それから、イノガードについてですけれど、イノガードのほう、私もこの間行ったときにパン

フレットをもらってきました。実はきょうはちょっと端切れを専務さんからもらって、実物をこ

うやって見てもらおうかなと思ったんですが、凶器になるということで議長からお許しがいただ

けませんでしたので、議場に今、置いてるんですけれど、本当に見た目はきれいなんです。ただ、

ちょっとそういった面では弱いところもあって、訪問の後にもう一度実は専務さんに会いに行っ

て、細かいとこの状況も聞いてきました。鳥取のほうで米子の業者さんから頼まれて、県の依頼

で県庁の裏のほうの公園につけたりとか、それから日南町でパルディア米といって、中海テレビ

のパルディアありますね、あれがつくってる、日南町でつくってる米の周りにつけたりとか、そ

ういったようなことですけど、どうしてもまだまだ若干未完成な部分があるようですが、もしそ

ういった形で町のほうでも使っていただけるなら、もうちょっと改良を加えて、しっかりとした

イノシシに強いものも計画したいというような力強い、専務からもいただきましたし、また、町

長の答弁で、町としてもそういった形での指名の商品にしたいということで、本当に前向きな御

答弁いただきましたので、ぜひともまたこちらのほうとも、担当は産業課になると思うんですけ

れど、話をしていただきながら、いいものを町民の方に使っていただけるような形で推進し、ま

た、町のほうからも支援をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいた

します。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁要りませんか。

○議員（４番 板井 隆君） いや、済みません、続けさせてください。

その次、野の花についてでございます。野の花についてですけど、先ほど町長の答弁からもあ

りましたけれど、野の花では商工会の支援を受けて経営の活性化のためのいろんなアドバイスを

もらっておられました。そのときに資料をいただいておりまして、その中で、今現在、花回廊、

このたびのイルミネーションではたくさんの、１０万人ぐらいの方がふえて、今から８年ぐらい

前の４０万人ぐらいまでまた入場者数も復帰したというようなことなんですけれど、ただ、野の

花については、２６年度の２月から１０月までの入り込み数でいけば、花回廊のほうが前年度対

比で９ １％、野の花のほうは前年度対比で８ ９％ということで、１０％の人が少ない。花回
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廊にはそれだけの人が来とるけれど、１０人に１人ぐらいはそれを逃してしまってるということ

で、１０ポイントの低い入り込み客になってるということですので、やはりそういった面では経

営努力をこれからやっていかなくちゃいけないということが書いてあります。

その中で、先ほども町長からも話がありましたけれど、２６年の１１月１８日から２７年１月

３１日まで行われましたイルミネーションの期間中、冬の屋台村への出店において、延べで６４

日間、金額で２４２万８１０円の売り上げを上げたということで、その中で、最後に書いてあ

ることは、顧客のターゲットに近いところで他店と差別化できた、そういったことが実績が残っ

たというふうに書いてあります。私も２回ぐらいイルミネーションを見に行って、売店等、野の

花さんだけじゃないんですよね、たくさんの、今でいう露店といいますか、屋台が出ておりまし

た。その中の１カ所に野の花があったんですけど、内容を見てみると、イノシシ鍋、シシ汁を出

したり、それからハンバーガーを出したり、本当に南部町でつくってるものを上手に準備されて

売っておられた。ほかとは確かに違うものを売って、来られた方も喜んで食べておられたという

ような状況も見させていただきました。

ただ、こういったのは一時的なイベントの中でのものであって、いかにそういった姿を常時店

の中で示しながらお客さんを呼び込むかというところで、今回、改善のための商工会の方からの

ものをいただいてるわけなんですけれど、私たちが議会として行ったときに店長が言われたのは、

野の花ができて１７年、花回廊ができて１７年なんですが、ちょうど地震があったときに、ちょ

うどあの辺が盛り土だったみたいで、建物自体がもう、少し傾いてるような格好になってる。そ

れから、２回目の話に行ったときに、確かに売店を歩けば、ビー玉をぽんと置けばごろごろごろ

って転がるぐらい床も傾いておりました。そういった中で続けてるわけなんですけれど、このた

び商工会さんの中で、建物の販売の入り口とか、そういったものを全て開放して明るくしなさい

と。私たちが行ったときに、もう確かに地図が張ってあったり、窓側に商店品の並べる陳列ケー

スがあったりして中が見えない、何をしているのかわからないいうような状況だったんですが、

この間店長に会いに行ったときには、それがきれいになって、中ももちろん明るくなるし、外か

らもどういったものかわかりやすいというような、非常に、まだ完全に終わってなかったんです

けれど、整備された状態の中で店長さんから話を聞きました。そういった中で、やっぱり１７年

続けておられます店長ですので、もう最初からの姿をよく知っておられますから、何とか今まで

頑張ってきた、そして、これからも町のシンボルとして花回廊の隣でやっていきたいと、建物を

もう少し整備がしてもらえないだろうかというようなことを言っておられて、私はあえて、多分

無理だとは思いながらも、建てかえというようなお願いをしたところなんですけれど、もう一度
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その点について、これだけ話をすればちょっと気持ちも変わっていただけるかもしれないので、

お聞きしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。野の花の建てかえをという大胆な御提言でございま

すけれども、そうは簡単にはできないということであります。フラワーパークができた当初は１

００万人を超えるような入り込み客があったと聞いておりますが、それが年々減少してきて、現

在は３６万人ぐらいではないでしょうか、４０万人ももう随分前に切りましたので、そういう状

況になっております。その門前を借りて運営をしております野の花でありまして、野の花もフラ

ワーパークと同じで、当初は積立金ができるほど売り上げもあったわけですけれども、お客様の

減少とともに売り上げがどんどん少なくなって、赤字で運営しておると、こういうことでありま

す。フラワーパークもいつまでもそれを見ておってもいけませんので、去年はイルミネーション

を思い切って県のほうで投資をしていただいて、それに伴って１０万人ほど、その期間中、お客

さんがふえたということでありますから、何かやればやっぱりそれだけの効果は上がるもんだな

と思って感じているわけです。

ところで、野の花でありますけれども、今までの専務さんとかわって、新しくお世話になった

わけですが、視点が違えばやっぱり結果も違ってくるということで、非常に大きな成果をおさめ

ていただいたわけです。今は、先ほどもおっしゃったように、アドバイザーの提言を受け入れて、

店内を明るく、お客様に明るい店内で買い物をしていただくというようなことで、レイアウトを

変えていこうというようなことで取り組んでいただいております。町も、それから江府町とも話

しして、せっかくのそういう取り組みですから、言われるように、とにかく支援をしていこうと、

こういうことで進めております。したがって、そういうことの結果の先に建てかえというような

問題も起きてくるのではないかなというように思うわけです。

ここでちょっとお話しすべきかどうかわかりませんけれども、やっぱり野の花と、野の花とと

いうか、フラワーパークと野の花が競合することは、いわゆる本家筋の了解がないとなかなかで

きんわけです。できない。本家がやっていないところを野の花がやれと、やってもいいというよ

うなことでありまして、建てる位置にしても、それから営業する内容にしてもあんまり競合せん

ように、御本家さんの了解がないとできない。やりたくても思う存分にはできんという事情もあ

るわけです。そこの辺も御理解をいただきまして、今はとにかく売り上げが大きく、やり方によ

って伸びたということにおいて、非常に気持ちも高揚してると思います、近年にない成果をおさ

めているわけですから。ですから、この職員の皆さんの気持ちを外さないようにしっかり応援し
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て、当面の課題であるレイアウトの変更や、そういうことについて惜しまずに支援をしていくと

いうのが考えていることであります。そういういい循環ができてくれば、その先にまた建てかえ

というようなこともあろうかと思います。

それと、もう一つは、生産組合の皆さん方の御支援がないと、なかなか野の花もうまくいかな

いわけであります。この生産組合のあり方も考えていく必要があると。ただ近くでとれたものを

あそこへ持っていって売れればええっちゅうやなことではなくて、やっぱり顔の見える関係だと

か、そういうようなことをアピールして、リピーターをふやしていくというようなことも努力し

ていただかんといけんということであります。

いろいろな面から、今回こういう、初めてだと思いますけども、質問をいただいて、町民の皆

さんにも関心を高めていただいて、野の花が大いに繁盛するように御協力をいただきますように

私のほうからもよろしくお願いして、答弁とします。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。

私も、議員の皆さんと一緒に行かせてもらって、せっかく回っただけん、おまえ、一般質問せ

えとほかの議員さんから推し進められてこのたびさせていただいたという、実は若干いきさつも

あるんですけれど、やっぱり……（「代表質問」と呼ぶ者あり）ああ、代表質問じゃありません

けれど、ただ、先ほどいみじくも町長言われました、最後に私も野の花についてはこの生産組合、

このことを話を聞きたかったです。今現在、９９名の会員さんで、旧会見のほうで４５人、旧溝

口で３８人、旧岸本町で１３人、旧西伯で３人というようなメンバー構成でやってるんです。大

体出しておられるのが４０人ぐらいと、常時出してるのがそのくらいだといいますが、この辺、

ふれあい市なんかでもそのくらいのような感じです。傾向的には似てるんですけれど、ただ、売

り場ですね、今回の商工会からの分では店の中だけなんです。中の指導でした。外の売り場のと

ころがもうテントで、横にビニールで壁がしてあって、ただそれだけ。やっぱりあそこをしっか

りとしたものに、ガラス張りとかして冷房もつけて冷蔵庫もつけて、そういったような形にすれ

ば、私は特徴のあるものが出て、そこに特色のある売店ができ上がると、何回か通ってみてそう

いうふうに感じましたけど、社長である町長はどうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。実は私は生産組合の皆さんと夜、座談会しまして、

いろいろお話を伺いました。このままでは野の花そのものも畳んでしまわにゃいけんやあになる

というような話から、もっと頑張ってもらわんといけんということで気合いを入れさせていただ
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いたということなんですが、結局、例えばここの直売所、それから緑水園の直売所というような、

自分たちでやっていくという発想がないとは言い切れんですけど、なかなかそこに至っていない

というわけであります。ここが私は難しいとこではないかと思います。どんなにいい設備をして、

どうぞお使いくださいってやっても、自分たちがそこをやっぱり運営していく、盛り上げていく

というお気持ちがないと、こういうものはうまくいかないのではないかという思いがしておりま

す。そこの辺を前回、大分言ってきたわけですけれども、正直申し上げますと、今の段階ではま

だそういう状況になっていないということを聞いておりまして、新しい役員さんもそこの辺を心

配しておられるわけです。結局、商品を入れかえするんだとか、それから絶えず新しい商品を出

していかないともう二度とお客さん、来てくれなくなりますから、それから、顔の見える商品に

していくためにはどのようにしたらいいのかというようなことや、自分たちでそこの売り場を盛

り上げていこうという気持ちにまずなっていただかんといけんということでありまして、私も生

産組合の皆さんとまた話し合いをするような段取りをしていただくように話しております。いろ

んな場面でそういうことをしていく中で、私は、当然さっきおっしゃったようなことも考えてい

けばいいのではないかと。まず、そういう要望が生産組合のほうから出てこにゃいけんわけです

わ、私から言いますと。役場がこうします、ああします、どうぞなんてやなことでは結局うまく

いかんというように思っておりまして、その辺をお話しさせていただきたいと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 残り時間が少なくなってきました。まとめる方向で質問してください。

板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） まとめる前に１つだけ聞かせてください。産業課長、今の関係で、

伯耆町の担当課と、それから南部町の産業課の担当課とどういったような今まで話とか計画とか、

そういったことがあったのか教えてください。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、頼田泰史君。

○産業課長（頼田 泰史君） 産業課長でございます。実は２月の２４日にそれこそ模様がえをさ

れるときに町の職員もお手伝いしようということから始まりまして、答弁書の中にも書いてあり

ますけども、商工会のほうの補助金を使って少し模様がえをしたついでにスペースが少しあきま

したので、そこを生かした軽食のほうのレイアウトのちょっと充実をしたいと。早い話が、机、

椅子が少し古くなってきたので、そこら辺も補助を使いながらやっていきたいなみたいな話があ

りましたので、そこら辺を含めて両町の担当課で話をしていかないけんなということで話を、そ

れこそ課長同士の立ち話という格好になりましたけども、したところです。

それから、議員は手に入れられてるかもしれないですけども、商工会の現地指導報告書という
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のがありまして、いろんな、こういうふうにしたらいいよということを提案をしてもらっておら

れます。その中で、何といいますかね、もうちょっと、さっきもお話があったんですけども、何

を売ってるのかようわからんっていうやなことがあるみたいですので、極端に言ったら、ちっち

ゃなことですけども、ソフトクリームのちいちゃなこういう立体の看板でも出したらどうですか

みたいな。中ではなかなかやっぱり気がつかないけども、そういうアドバイザーの方からの提案

があったりということがあったようですので、そこら辺を含めて、町長が先ほど言われたように、

事務局を担当してます両課も協力していきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。

ここの難しいのは、町単独ではできなくて、２つの町の意見が一致しないと難しいというとこ

ろ、実際にそこにおる社員の方もそういった気持ちを持っておられたので、そこをカバーするの

は多分職員同士じゃないかなと思いますので、その辺を上手に話し合って、やる気を出させるよ

うな姿に持っていっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。

時間が来ました。このたびは企業の支援で町を創生というようなことで一般質問をさせていた

だきましたけれど、帝国データバンクが地方創生に対する企業の意識調査というのがホームペー

ジに載ってまして、その中で、企業は、この地方創生のこの事業に対して半数以上の企業が期待

をしている、また、地方になればなるほど高くて、鳥取県では７０％ぐらいの企業がそういった

形でこの地方創生に対して非常に期待を持ってるということです。やはりその中で、企業にしっ

かりと活性化を持っていっていただいて、働く場所をつくって、人を育てて、そして地域を特色

ある南部町にしていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたしまし

て、以上で質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、４番、板井隆君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は３時４５分。

午後３時２７分休憩

午後３時４５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

１２番、亀尾共三君の質問を許します。

１２番、亀尾共三君。

－６１－



○議員（12番 亀尾 共三君） １２番の亀尾です。議長から質問を許されましたので質問をいた

しますので、どうぞ答弁、よろしくお願いします。時間がきょう、最後ですので、引き締めてい

きたいと思いますので、答弁のほうもぜひ簡潔に、明瞭な答弁を期待しております。よろしくお

願いします。

安倍自公政権は、アベノミクスの成果を盛んに宣伝をして、国民の生活がよくなるような幻想

を与えております。しかし、アベノミクスの恩恵を受けてるのは、限られた一部の大企業、しか

もその会社の上層部と富裕層にほかなりません。安倍政権の経済政策がもたらしたものは、一言

で言えば、格差の拡大と景気悪化ではなかったでしょうか。地方で暮らす庶民には、１次産業の

不振、そして勤労者は可処分所得が下がり、年金の減額、消費税の増税、公共料金の負担増加、

そしてまた物価の上昇、さらに円安による原材料費の値上がりで多くの中小零細業者の経営は苦

しい状況に追い込まれております。政府は雇用がふえたと言いますが、非正規職員の比率は３８

％に達し、全国では０００万人を超えたと言われております。この地方も例外ではありません。

特に子育て世代の中には、日々の生活に追われ、なかなか手が行き届かないことから、子供の貧

困も問題になっております。貧困のために偏った食事や、あるいは個人の持っている能力を引き

出す手だてができないようなことがあってはなりません。それは、将来の国づくりにとっては非

常に大きなマイナス面ではないでしょうか。子育て支援の政策を柱にしている南部町では、子育

て支援を重点にされていることから求めて質問いたします。

まず１つは、小学校、中学校の給食費の無料化を求めます。一昨年の１２月議会で実施を求め

たことに対して、今、このようなことにはできないというようなことから、次の年に小学３年生

までのドリルのお金を町のほうで負担する、このような支援をいただいたことについては評価を

したいと思います。しかし、何としてでもこのことの無料化の実現をしていただくことをお願い

するわけであります。費用額は、一昨年の１２月の答弁の中では、約５００万円はかかるとい

うことでした。ぜひこのお金を捻出していただき、実施を求めたいと思います。

２つ目は、小学校、中学校の入学時の祝い金制度の創設を求めます。額については、小学生は

３万ぐらいは必要というようなことを聞きます。そしてまた、中学校については５万円は確実に

かかる、そのような声も聞いております。今、このような疲弊した苦しい子育ての世帯について

はぜひこのことも実現していただくことを強く求めております。

３つ目は、子供の医療費の助成は中学校の教育終了まで全額無料にすることを求めるものであ

ります。今、子供たちが健全に育てるためには、本当に十分な食べ物と、そして適当な運動を十

分にとることによって、このような医療費の助成は減ると思います。ぜひこれについての実現を
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求めてお願いするものであります。

この中の質問はここまでにしまして、答弁の受けた後で再質問で深めたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 亀尾議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

小⋞中学校の給食費の無料化と入学祝い金制度の創設については、これは教育長のほうから答

弁させていただきますので、よろしくお願いします。

私は、医療費の助成について答弁をいたします。子供の医療費助成につきましては、現在、特

別医療費助成制度により、中学校卒業までの者を対象に、通院に係る医療費については１回５３

０円、入院に係る医療費については１日２００円の本人負担を控除した額、薬局の薬剤費につ

いては全額を助成しております。この特別医療費助成の実績を見てみますと、平成２５年度では、

助成総額８００万円のうち、およそ６００万円と全体の約４割、利用件数においては８５

９件のうち４６３件と、全体の約８割を中学生までの医療助成が占めている現状にございます。

御質問の子育て支援のための医療費助成につきましては、特別医療費助成の考え方をもとに、平

成２６年度から高校生などまで対象範囲を拡大し、町独自で助成を実施しているところでありま

す。鳥取県でも、平成２７年中に高校生などまで対象年齢を拡大するための予算要求をしており、

結果が待たれる状況でございます。今後も、医療費の状況や町全体の子育て支援策、少子化対策

全体を勘案しまして、医療費助成のあり方を検討してまいりたいと思いますが、鳥取県の特別医

療制度の枠内での実施を考えておりまして、現時点での無料化は考えておりませんので、よろし

くお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 亀尾議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

まず、学校給食の無料化を求めるとの御提案でございます。本件につきましては、一昨年１２

月と昨年の９月、２回にわたって同様のお尋ねをいただき、お答えさせていただきました。簡潔

なお答えとなりますが、御了承ください。学校給食につきましては、学校給食法に定めがござい

まして、学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に関する経費を除く費用は学校給食を受け

る児童または生徒の保護者の負担とするとございます。このことを受けまして、学校給食の原材

料に係る経費につきましては受益者負担として保護者の皆様に御負担をいただいているわけであ

ります。今年度は、消費税が増税となり、給食単価を上げざるを得ませんでしたが、これまでの

町の補助金額を増額させていただき、保護者負担額の据え置きをさせていただきました。
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また、さきにもお答えしておりますが、食べたものについて、その費用を負担するということ

は社会の一般的な考え方であると認識をいたしております。子育て支援策の一環としてとの御指

摘でございますが、無料ならそれでいいということではないのではないでしょうか。特に子供の

衣食住については、親の責任や期待される親の姿とも深くかかわっているのではないかと考えて

おります。これまでもお答えしてまいりましたように、経済的な理由により一定額の支援を必要

とする御家庭の場合を除き、学校給食費を無料とすることは考えておりませんので、御理解いた

だきますよう、重ねてお願いいたします。

次に、小学校、中学校の入学祝い金制度の創設を求めるとのことでございます。お子様の小学

校や中学校への御入学は、本人はもちろんでありますが、御家族の皆様にとっても喜びはひとし

おのことでございます。一方、保護者にとっては、予測できることとはいえ、一時的に大きな支

出が必要となります。入学時に購入しなければならない高額なものとしては、小学校ではランド

ナップや鍵盤ハーモニカ、中学校では制服、体操服等であります。小学校で２万円から３万円、

中学校では３万円から５万円前後が必要かと思います。また、場合によっては、自転車や部活動

用品の購入も必要となってまいります。これまでもお答えしておりますが、経済的な理由により

一定額の支援を必要とする御家庭につきましては、入学用品等を助成する制度を活用してお手伝

いさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。議員の御提案は、入学祝い

金をとのことでありますが、必要なところへ必要な支援をすることが保護者の皆様に御理解いた

だけ、公平感をお持ちいただけると考えております。一律に一定金額をお渡しする御提案には賛

同することはできかねますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いをいたします。

なお、重ねての御案内になりますが、本町では、今年度から子育てに係る経済的負担の軽減策

として、小学校全学年での学級費の廃止及び小学校１年生から３年生までの教材費を無償とし、

町費を充当させていただいておりますことを申し添え、答弁とさせていただきます。よろしくお

願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君の再質問を許します。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 答弁は医療費、そして今度は給食費、また入学祝い金の順だった

んですけども、届けの順で再質問をしますので、よろしくお願いします。

学校給食に対する再質問なんですけども、実は一昨年の１２月、そして昨年の９月の議会の議

事録をもう一度見ますと、今の答弁とさして変わってないと、不動の答弁になったというぐあい

に思っております。
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ただ、私は思うんですけども、以前も申し上げたんですけども、学校給食もやっぱり教育の中

の一環だというぐあいに私、言い続けております。全国でもそういう考えの方もかなりおられま

す。先ほど、最初に申し上げましたけれども、今、子供の貧困ということ、全国的に見ると非常

に大変な状況もありますね。ホームレスになって、何ですか、車の中で過ごしているとか、ある

いは食べ物はそこら辺の安いものを買い集めてしのいでいるとか、そういうような状況が起こっ

ております。町内ではそういう極端なことはないと思うんですけども、しかし、実際聞いてみま

すと、不安定雇用の中でなかなかうまく、どういうんですか、食事の時間がきちっととるという

ようなこともできないというような状況です。そういう中で、給食が大きなやっぱりウエートを

占めてるということなんです。先ほど教育長の答弁の中で、経済的な理由によって一定の金額の

支援を必要とするけども、そうはないということだったんです。多分それは要保護、あるいは準

要保護に値するものだと思いますが、そのとおりでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。議員言われますとおり、就学援助という格

好でうちのほうは対応しております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私が言いたいのは、さっきも述べて繰り返しになると思いますけ

ども、やはり食事はきちっととっていく、そのことが要保護、準要保護の人はそういうことで特

別な手当をもらってますけども、それから外れた人、それ以外の方もやはり朝御飯、そういうこ

とについては非常に不自由をかけてるということを聞いております。きちんと、何というんです

か、みそ汁できちんとしたおかず、そして御飯ということだなくて、勤務の都合から、あるいは

家庭的な事情からパンでもかじって行かせるというようなこともあります。そういう中で、やは

り学校給食は、給食料は払うのが当然だと言うんですけども、それだけでもやはり負担を軽減し

ていく、これが将来を担う子供たちに対する行政としての役割ではないでしょうか。そういうこ

とからすれば、少なくともやはり現状を調査して検討をしてみるというようなこともするような

ことも全く考えはないでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。先ほど朝御飯の子供

たちの実態という議員のお話がありました。確かに子供たち、県とか国も、早寝早起き朝ごはん

というような活動で、朝御飯を食べていない子供がいっとき非常に多いというような話の中から、

朝御飯は食べようという運動もしてまいりました。それにあわせて学校も、その都度実態調査も
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しております。その中で、朝御飯は食べているんだけど、確かにパンと牛乳しか食べてないとか、

１種類しか食べていないという実態がある中で、今、学校のほうは保護者の方にも協力をお願い

し、子供たちに栄養のバランスを持った朝食をとって、学校、１時間目から授業があるわけです

から、昼まで食べないともうその時点で午前中の授業っていうものはなかなか頭も働いていきま

せんので、ぜひ家庭でしっかりバランスのとれた朝ごはんをできれば一緒に、家庭の事情もあり

ますので、なかなか親子が一緒に食べる時間もとれないという家庭も確かにございます、しかし、

ぜひ子供たちの健全な成長を考えていただくと、ぜひそういう時間をとっていただき、親子で会

話をしていただき、バランスのとれた朝食をとっていただきたいということでお願いもし、実態

がどうかというような調査もしてございます。ただ、そのデータは今、持ち合わせておりません

ので、どのぐらいの割合かということまでは私も把握をしてございませんが、そういう取り組み

をしておりますということだけ御理解いただければと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 突然だって、困られたと思いますが、また委員会のほうで聞きま

すので、データ、また見せてやってください。

それから、一定の成長した者、私らの年代になると、あんまり栄養食べると栄養過多で余分な

病気が出ますけども、やっぱり成長期の子供というのはそれだけの将来を生き抜くための食事と

いうものを十分つけてやらなきゃいけないと思います。私、よく冗談で友達と言うんですけども、

同期生会か何か集まると、私、昭和１７年生まれなんです、１７年生は低いな、ちびだなと。今

の子供たちはやっぱり栄養の関係で体格もいいなというぐあいに言うんですけど、そういって言

うんだけども、やっぱりきちんと食事をとらせていく、それが頑丈な体をつくっていく、それが

また社会に貢献できますので、ぜひそういう調査をして、検討も課題として入れていただきたい

と思います。

ちなみに聞くんですけども、給食費の納入率というんですか、それはどうでしょうか。何％ぐ

らいでしょうか。それと、もし１００％いかずに滞納者があるとすれば、理由とすればどのよう

な理由からでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。平成２６年度でいいますと、ちょっと４月

から１２月までの資料しか、きょう持ってきておりませんけども、現年度分の収納率が９ ８７

であります。過年度分につきましては２ ２２％の収納率となっております。それから、平成２

５年度につきましては、現年度分の収納率は９ ４９％、過年度分につきましては１ ６％であ
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ります。それから、滞納のされてる方の理由はということでありますけども、具体的にその理由

を詳しく聞いてはおりませんが、訪問をしてお願いしている中で聞きますのは、来てもらったけ

ども、きょうはお金がないよとか、あとは急に大きなお金が必要になって、ちょっと払えないと

か、あとは中には、口座に入れるのを忘れとったというような方も数名おられます。お願いに訪

問して、支払っていただくようにお願いをしながら、中には分納という格好での相談もさせてい

ただきながら徴収に努めているという状況であります。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） この滞納をされている方はもちろん、何ですか、支援を受けてお

られない方が対象だと思います。

ちょっとちなみに聞くんですけども、２７年度、来年度、当初予算見ますと５９６万００

０円ですか、負担が、その中で、職員さんの分も入った金額だと思いますが、もしできましたら、

どうでしょうか、手元でわかりましたら、生徒が負担する金額というのは、児童が、幾らでしょ

うか。わかりませんか。（「はい」と呼ぶ者あり）わかりました。それ、また委員会のほうでお

願いします。とっさの質問ですので、申しわけありませんが、委員会のほうでまた出してやって

ください。私は繰り返しますけども、ぜひ将来を担う子供たちがそういう状況で元気な体をつく

るための基礎になるものですので、学校給食については遠慮なくやはり皆さんに町が負担で出す

んだということをぜひやっていただきたいということを再度要求します。

次に、入学祝い金制度なんですけども、これも毎年毎年要るもんだないです。非常に自分とこ

の子供が、あるいは孫が入学するということ、小学校へ新しく、学校という制度に入ると、こう

いうこと、また、中学校の子も、小学校に引き続いてまた気分を新しくして、学生服も要るし、

あるいは学用品、そういうものも要る、そういう中で、やはりこのお金が必要だということだと

思います。私はこの金額を、先ほど答弁であったですが、小学校１年生については２万から３万

ぐらいはかかるだろう、それから中学校については３万から５万はかかるんではなかろうかとい

うことだったんです。私は、これはぜひ必要額というものはかかるものですから、金額の提示は

いたしません。小学校のほうへ、先ほど最初は言いましたけども、はっきりこれぐらいが要るん

ではないかということから言ったんですけども、まずこの制度というものをぜひつくっていただ

きたい、そのことを思うわけです。今回の一般質問で、きょうは町内の、南部町での定住促進、

そしてまた人口増加ということがいろいろ叫ばれております。働く場所、それから１次産業の基

盤のこと、それから住居のこと、ありますね。私は、子育てについてこれだけやっぱり手厚くや

ってるんだということがはっきりとすれば、多数の人がというわけにいきませんが、幾らかのこ
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とで、じゃあ、南部町に、どうせ家を建てて住むんなら、ここで暮らそうかというぐあいに考え

る人もやっぱりいてると思うんです。そういう中から、私はぜひこの制度というものをつくって、

額は言いませんが、ぜひやっていただきたい。前回のときには、セーラー服だとか、あるいは学

生服、上下なんかを無償で提供してくれということを言いましたが、しかし、制度をまずつくっ

ていただくこと、そのことを要求するものです。どうでしょうか。私は教育長に思うんですが、

町長も含めてなんですけども、まず制度をつくっていくということを考えるべきじゃないかと思

うんです。それが人口増加、そして定住の促進のための大きなポイントになると思うんですが、

どうでしょう。考えられませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。祝い金については、現在、そういうものをつく

っていくということに関しては、一律の考え方ですよね、頭の中にはございません。答弁でもお

答えをしましたように、必要な方に必要な支援をしていく、そこのあたりの基準をどう考えてい

くのかというところを一番大事にしたいというぐあいに思っております。

御質問のありましたことで、一、二、ちょっと振り返りながらお答えをしておきたいと思いま

すが、１点目でございますけれども、給食費を無料にしたらどうだという御提案の中で、朝御飯

の話をされたわけですけれども、私の中でどうしてもすとんと落ちなかったのは、給食費を無料

にすると朝御飯をきちっと食べるということなのかなと。そこのところが少し私は落ち切れてい

ません。朝御飯を食べる割合というのは非常に高くなってきております。１００％ではないのか

もしれませんけれど、極めて高い数値になってきております、その内容については少しまだ課題

もあるようでありますけれども。ただ、給食費を無償にしなさいという話と朝食を食べるという

話の支援はつながって、僕の中ではいかない。何でちょっと頑張ってもう１品でもこうやって食

べさせてくださいねっていうことのさまざまな情報を提供したり、そこのところの支援という形

の中で、私どもが努力するところはまだあるんだろうと思いますけれども、ただにしたら飯食っ

たわっていう話では、僕はないというぐあいに思っています。

それから、滞納の問題にもちょっと触れられました。必要なところに必要な支援をということ

でありまして、私もちょっと気になって、要保護、準要保護の申請をされたけれども、現在の基

準に照らしたときに、申請があった方１００％、実は認定はできないわけであります。少しこれ

はオーバーしてるよなっていうところで、そういう方も何人かおられるわけであります。その方

が滞納という形になってるのかなということを実はチェック、ちょっとここ数年してみましたけ

れども、きちっとお支払いをいただいているということでございます。これに関連をしましては、
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とはいいながらも、議員さん、あるいは現在の町全体が進めております子育て支援という観点か

ら、要保護、準要保護の基準の算定の仕方を少し緩やかにしていく方向で現在、２７年度はそう

いう方向で進めたいというぐあいに思っております。ほんの少し足らないなというところの方が

今度拾っていける、拾うっていうと言葉悪いですね、認定をさせていただくことができるんでな

いかな、そういう形で少し応援をより充実をさせていただきたいと言うぐあいに思っております。

それから、先ほど議員さんのほうが、給食費はどうも５００万ぐらいかかるらしいぞという

話なんですけれども、５００万から０００万近く、実はかかってるんですけど、無償にとい

う御要望なんですけれども、無償にということになりますと、これを全額見るという話です。そ

うやって見たときに、先ほども言いましたように、片一方では、教材費いただいとるんですよね、

学校が、教材費を。仮にですよ、仮に０００万が自由に使えるとしたときに、本当に優先度と

いうのはどうだろう、幾らでもあれば話は別ですね、自由に使えるというなら話は別なんですけ

れども、限られた財源をより保護者の方の思い、そういうものとつなげてみたときに、本当に給

食を無償にするということが最優先に必要なことであるんだろうか。やはり最終的には子供たち

の一人一人に義務教育を保障するということが一番大事な話でありまして、そういうことからし

たときには、ほかの形での使い方っていうものが私はあるように思っています。少なくとも給食

費の無償にすることが最優先される事項ではないのでないのかなというぐあいに思っています。

ことし、少人数学級の拡大ということで、小学校３年生まで拡大をさせていただきました。１人

の教員をプラスせないけんわけでございまして、５００万かかるという制度であります。単純に

これをはめてみますと、それだけお金があれば９人、学校に入れられるというようなことにもな

るわけでございまして、やはり限りある予算の中で、その予算をどう有効に使うのかということ

についてはしっかりと議論をしながら有効に使っていきたい、そういうような考えでおりますの

で、御理解をいただきますようによろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 教育長が理解できないというのはようわかります。私は給食の無

料化と、それから朝御飯のこと言ったんですけども、つまり、それだけやっぱり給食が非常に重

要視されているんですということで、そういうことであったら、せめてその負担をなくしてほし

いという立場から朝食のことを言ったんです。朝食でそういう状況になってる状況ですから、給

食が頼りなんだから、その給食を頼りにしている、その給食を負担をなくして、教育現場でやっ

てほしいなという思いをしました。そういう意味から言いました。

それから、先ほど、優先度なんですけども、確かに言われれば、限られた０００万の、外す
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としますね、給食費をやめると四千何百万外れる。じゃあ、その外れたお金を全部給食費のほう

へつぎ込んでいいのかと、それよりももっと学校の教材の中で必要なほうへそれを回す、いわゆ

る優先度はどうかということについては、私は、それについてはこれが優先です、あれが優先で

すとは言いませんが、ただ、学校給食費というのはずっとあって、しかも、先ほど言ったですが、

１００％回収ではないけども、９８％だけど、完全に回収というわけにいきてませんね。そうい

う中であれば給食費というもんをぜひ無料にしてほしいなということ。教材については、親は何

とかして勉強を行かせるんだからということで、それはあれですよ、銭がないから教材をおまえ

買うなと、学校で買え言われるけど、買うなっていう、それはないと思うんです。そういう意味

から私は言ってるわけです。限られたお金を優先度はどうかするということになれば、学校給食

いいんですけども、どうしても教材のほうでふぞろいがあるんで、こっちのほうへ回したいとい

うことであれば、それはそれでもいいでしょう。ただ、私は、将来を担う子供たちのために、こ

れだけ教育現場でやってるんだということを、それを子育て支援のポイントにするということは

非常に大きなウエートを占めるなということで質問してるわけです。

それで、先ほど教育長から言われました件、要保護と準要保護のいわゆるラインですね、ハー

ドルをようくぐらない、越せないことについては、多少ハードルを下げて対象にしようかという

ぐあいに私、受けたんですが、そのとおりでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。議員が感じられたと

おり、これまで収入ということで算定の基礎とし、 ５倍ということでさまざま委員会でも御意

見をいただきました。それを、基準を所得にするということと、あわせてその辺のさまざまな事

情を勘案しながらより実態に近い形で就学援助を広げていきたいということで考えているという

ことで御理解いただければと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 福田さんから答弁あったんですが、それについては実施は２７年

度、今年度からで、しかも広報についてはもう新年度入ったら、新学期が始まったらすぐやられ

るということでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。準要保護につきまし

ては、例年、新入学児を対象と、さまざまやっておりますが、この基準につきましては広報等に

出している基準ではございませんので、うちのほうで算定する基準ですので、それをもとに新年
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度から適用をさせていただきたいということで、２月の定例の教育委員会のほうでそういう規約

を改正をしてございます。新年度から適用するということで御理解ください。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 再度聞きます。教育委員会側で調べるということは、それはやっ

ぱり独自に調べられるわけですか。そうでないと、例えばＡさんに、あなたは幾らですかという

ことを聞くということを、ちょっとそこら辺がようわからんので、その手だてを教えてください。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。それにつきましては、

広報等ではいつもこういう金額でお出しくださいということは申しておりません。該当と思われ

る方はお出しくださいということで、こちらの基準に照らして今まで基準に該当するかしないか

という形で準要保護を決定をさせていただきましたので、そのもとになるスケールの基準が下が

ったということで御理解をいただければということでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ちょっと待ってください。しつこいんですけども、例えば亀尾が、

私が所得が低くてあれだけどもいうことで、どうだろうかいうことで、私はどうでしょうかいっ

たことについては、そちらで調べられて、あなたは該当しますよ、だめですよということをやら

れるわけですか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、福田範史君。

○総務⋞学校教育課長（福田 範史君） 総務⋞学校教育課長でございます。調べると言うと少し

語弊があるのではないかなと思います。御相談いただく中で対応していきたいと思っております

ので、こちらが一方的に個人のものについて調べるということではございません。御相談をいた

だいて、それについてこちらのほうで基準はこういう形で、算定のまたいろいろ何人家族とか子

供さんが何人とかいう、さまざまありますので、その計算にのっとってこうですよということで

御相談に応じるということでございます。御理解ください。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ぜひハードルを、どのラインにされるかわかりませんが、ぐっと

下げていただきたいなというぐあいに思います。

それから、今度、子供医療費の無料化のことについてお聞きするんですけども、先ほど町長の

答弁の中で、今、持ち出しですね、あれはどれぐらいでしょうかということ、私、聞き方が悪か

ったと思うんですけども、南部町が、町が単独で、町の財源の中から持ち出す負担額というもん
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は１５年度でもしやられたとすればどれだけの金額になるでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、畠稔明君。

○健康福祉課長（畠 稔明君） ２０１５年度で、これは、亀尾議員の御質問は、無料にした場

合に町の持ち出しはどれぐらいになるかという御質問でございますね。御存じのように、これは

２分の１、県から補助をいただいておる事業でございますけど、実際に通院の場合に５３０円い

ただいてると。通院と入院の場合でちょっと金額的なことを分けることができませんでしたので、

大体概算ということになりますけど、無料にした場合に町の持ち出しがふえる分ということにな

ってきますと、大体６５０万から６６０万ぐらいが町単独で持ち出す金額になるのではないかと

いうふうに計算はしております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほど課長から答弁ありましたが、結局、南部町のいわゆる財源

の中、懐から６００万か６５０万が、概算ですけど、それぐらいだろうと、負担が、町が出す、

という答えで、そういうぐあいに私、聞いたんですけど、それでよろしいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、畠稔明君。

○健康福祉課長（畠 稔明君） はい、そのとおりでございます。まだこれ概算なもんですから、

いわゆる自己負担していただいてる分で、薬代、調剤分というのがまたこれが全くもう無料にな

っておりますので、ですから、ほんの５３０円を大体利用していただいている件数に掛けた概算

ということで出しております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私、学校給食費、それから入学祝い金制度のことも聞いたんです

けども、子供の医療費、これは負担がかかるから我慢するとか負担がかからないからすぐ行くと

かいうぐあいには考えにくいわけなんですけども、どうでしょう。この６５０万、多く概算して

６５０万でしょう。これ、このぐらい無料にすることは当然考えるべきだと思うんです。なぜか

といいますと、待ったなしでしょう、病気とかけがは。だから、そういう中で、６０何億からの

予算の中で６５０万、これ、ぜひ捻出すべきだと思うんですが、町長、どうでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほど答弁もいたしました。いわゆるこの特別医療

費助成というのは県の独自の制度であります。したがいまして、私は県の制度に従ってやってい

きたいと、このように思っております。高校生の医療費の半額、そういうことで県のほうも今回、

２７年度の予算で中学生の医療費を特別医療で対応していこうと、こういう話になってきたので、
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先行していけばそういうぐあいに県もついてくる部分もあるわけであります。そういうことで、

それはそれで一定の成果があったなと思っておりますけども、やっぱり、亀尾議員さん、無料ち

ゅうのはよろしくないと思います。やっぱり健康にはそれぞれが責任を持ってやっていかんとい

けんという部分も少しはあると。何でもかんでも無料というのは、私はあんまり賛成しかねるわ

けであります。一部の負担は自己責任としてもやっぱりあるということが私どもの国の社会保障

制度の一つのあり方だというように思っておりまして、一定の御負担はあるけれども、子供の部

分については政策的に支援をしていこうということで進めているわけです。よろしくお願いしま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 何でもかんでも無料というのはどうかと思うって、確かにぜいた

くでやるんなら、それは本人の自己責任ということはあると思うんです。例えて言いますと、い

たずらして、この服に傷つけたらどうなるかということやったら、これはあれですけど、ただ、

病気は自分からいたずらで病気になってやろうなんていうことは、いや、けがをしてやろうなん

ていうことはないと思うんですよ。ましてや、大人だったら、それだけの自分の今まで生きた経

験からこういうことやこれだけ暴飲暴食やったら腹が痛くなるぞとかこんなことやったらけがす

るぞということはある程度予測ができるんです。ところが、子供はそれなりのまだ社会的な経験

の不足の、完璧なものがありませんから、そういう中でいえば、病気とけがについては何でもか

んでも無料がいいのかというんじゃなくて、やはりそれは不可抗力でなることですから、それは

やっぱりすべきだないでしょうか。それが莫大な、もっと桁数がふえた金額なら私も、ううん、

それは一定の負担も要るかな思うんですけども、事、体の健康のことについてでしょう。それな

ら、この金額はやっぱり考えるべきだないでしょうか。

それと、今回は地方創生ということで、国の方針によって、それぞれの自治体独自の方策をや

るんですから、新年度はもう提示されておりますけども、補正予算ででもこのほうで、これで取

り組んでみたいというような、そういう考えは全くないでしょうか。どうでしょう、町長。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほど御答弁申し上げたとおりであります。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） もう時間があんまりありませんが、私は最初に申し上げたんです

けども、今、聞くと、あるところでちょいちょい耳にするのは、結局、家庭が貧しくて、なかな

かほかの勉強も、いわゆる塾とか、あるいは教室ですね、行かせることができない、そのために
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仕方なく諦めさせるということも現に中で聞いてるんですよ。そういうことであれば、せっかく

持って生まれたその、何というんですか、能力、これを発揮させるようなことをするということ、

そのためには、どうでしょう、６５０万出したから、その持って生まれた能力が十分発揮できる

という保証があるというようなことを私は申し上げませんが、しかし、本当に子育て世帯で頑張

っておられる若いお母さん、お父さん、そういう人に支援していくという、この姿勢こそが自治

体の一番の姿ではないでしょうか。私は、そういうことでいうと、よく言われます。この地で生

まれて育って、本当によかったと、いいことができたということをよく言われます。そういう中

であったら、そういうことで、こういう支援を少しでも前進させていく、このことをやはりやる

べきだと思います。そのことから、やはりこの町で暮らしていこうという気持ちも起こり、そこ

で住むことができるんじゃあないでしょうか。そういうことを十分に考慮してやるということを

強く求めておきます。

そして、地方創生の中の計画でもきちんとやはり、私は観光についてはやめろとは言いません。

これも必要でしょう。しかし、今回、観光事業の予算が相当な金額が上がっております。私は、

この観光事業に対しての費用効果を一体どれぐらい、予算につぎ込むのは費用対効果が何割ぐら

いを予定されているのか、そのことをお聞きします。（「ないでしょう、通告」と呼ぶ者あり）

通告してますよ、事前に、お金の使い方で、費用対効果はどうかって。（発言する者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後４時３６分休憩

午後４時３８分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 本当に私はおかしいと思いますよ。だって、一般質問の事項で問

うことということで、一度上げてるんだ。学校給食費の無料化では２点上げてます。それで、入

学祝い金制度、これも２点上げてる。それから、子供の医療費無料化についても、これも２点上

げてる。そして、金の費用対効果のことで聞くということで、観光事業予算に対して経済効果は

幾らと見込んでいるのか、試算されているのかということを聞いてるんだから、答えるのが当た

り前じゃないか、こんなもん。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後４時３８分休憩
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午後４時４０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） もうあと５分ですが、私は今回の一般質問に当たって聞こうと思

ったんだけども、これは通告漏れだということで扱いなんですけども、私は、少なくとも観光事

業に出してる金額に総合してからいえば、非常に子供⋞子育てに対する、特に取り上げたこの３

点については非常に、何というんですか、住民の無視をされていること、このことについて厳し

く指摘して、私の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、１２番、亀尾共三君の質問を終わります。

これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

⋞ ⋞

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた

します。

９日も、定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御参集

をお願いいたします。御苦労さんでした。

午後４時４２分散会
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